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第１章 安城市における PFI 導入について 

１ PFI 導入の基本的考え方 

PFI の導入にあたっては、性能発注※などの仕組みを通じて、民間事業者が持つ

ノウハウを十分に引き出せるかどうかが大きな鍵となります。つまり、民間事業

者側が自由に提案できる範囲、創意工夫を発揮する余地の大きい事業は、PFI を導

入する効果が高く、PFI に適しているということができます。（P.68 PFI の導入

による効果例参照） 

例えば、設計・建設・維持管理・運営を一括して PFI 事業者に任せることが可

能な事業や、維持管理、運営のウエイトが大きい事業は、民間事業者の創意工夫を

発揮する余地が大きいと考えられます。 

そこで、本市では、各事業担当課において、第 2 章に示す手順で PFI の導入を

検討していくこととします。 

なお、PFI は、あくまでも公共事業を実施するためのひとつの手法です。民間の

資金が活用できるからといって、優先度の低い事業に PFI を安易に導入しようと

いうのは本末転倒ですので、事業の必要性や優先度については、別途十分検討し

ておかなければなりません。 

また、PFI の導入にあたっては、従来手法にない新たな経費（PFI 導入可能性調

査やアドバイザーに要する経費）が必要となることから、この経費分を上回る効

果が見込まれる必要があります。 

 

※｢性能発注｣：発注側の要求する性能水準を、設計者・施工者・維持管理業務

の受託者のノウハウと創意工夫によって実現すること。性能発注は仕様発注

よりも期待以上の優れた設計案が出る場合もあるし、そうならないリスクも

あることに留意が必要である。 

⇔従来方式は｢仕様発注｣であり、発注側の仕様通りに実現する。 

 

 なお、本ガイドラインは PFI 手法の導入を前提としているものであるが、PFI 手法

以外の PPP 手法についても必要に応じて本ガイドラインに準じて導入を行うことが

できるものとする。 
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２ PFI 事業検討基準 

本市において PFI 事業導入の検討対象となる事業は民間事業者の資金、経営能

力及び技術的能力を活用する効果が認められる公共施設整備事業であって、次の

いずれかの事業基準を満たすものとします。 

(1)事業規模が PFI の導入に適した事業であること 
①事業費の総額が 10 億円以上となる見込みの公共施設整備事業（建設、製

造又は改修を含むものに限る。） 

②単年度の事業費が 1 億円以上となる見込みの公共施設整備事業（運営等の

みを行うものに限る。） 

 (2)事業実施までに PFI 導入が可能な時間的余裕があること 

(3)その他 PFI の効果が期待できる事業であること 

※なお、上記基準に関わらず、先行事例等により VFM が明らかに期待できるケ

ース等については適宜 PFI 導入を検討するものとする。 

 

３ 推進体制 

PPP/PFI 手法導入優先的検討要綱及び各ガイドラインとの位置づけ並びに、PFI

導入の検討及び導入に際しての推進体制を図１-１に示します。 

 

 図 １-１ PFI 導入の検討及び導入に際しての推進体制 
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第２章 PFI 業務実施手順 

１ PFI 導入の検討手順 

１-１事業の発案 

PFI 導入の検討は、以下の手順、役割に従い実施します。 

 

 

 

 

PFI 導入の検討手順 

〔STEP 1-1〕事業概要の整理 ●  ▲    － 

〔STEP 1-2〕 PFI 導入効果の検討（PPP/PFI 手法導入優先

的検討要綱に基づく簡易な検討） 
●  ▲    － 

〔STEP 1-3〕庁内検討、（公共施設保全整備会議、幹部会

議による検討） 
●  ▲  ●  － 

〔STEP 1-4〕PFI 導入可能性調査（PPP/PFI 手法導入優先

的検討要綱に基づく詳細な検討） 
●  ▲    

6～12 

ヶ月 

 

民間事業者からの発案への対応 

民間事業者からの発案への対応 ▲  ●    － 

  ●：主担当  ▲：補助   

 

 

事業担当課 
健幸 

=SDGｓ課 

幹部会議 
公共施設保

全整備会議 

想定 

所要期間
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事業概要の整理〔STEP1-1〕 【事業担当課】 

PFI 導入の検討にあたり、事業概要の整理を行います。対象となる事業に関

し、委託業務や法的規制などの事業概要を把握し、次頁に示す「事業概要シー

ト」に整理します。 

これらの作業は、STEP1-2 の「PFI 導入効果の検討」を行うために必要な事

前作業になります。 

 

事業概要シート 

(1)事業名  担当部課名  

 担当者名  

 連絡先  

(2)事業の内容 ①施設整備（該当するものに○をつける） 

新築  増築  改築  移転  改修  なし 

②施設用途（主な用途を全て記載する） 

 

③維持管理（主な業務を記載する） 

業務名 形 態※１ 実施主体※２ 

   

   

   

   

   

④運営（主な業務を記載する） 

業務名 形 態※１ 実施主体※２ 

   

   

   

   

⑤施設設置者及び施設管理者に関する法的規制※３ 

法令名 該当条項及び規制の内容 

  

  

  

  

⑥該当する補助金等※４ 

補助金等名称 所管省庁等 補助金等の内容 

   

   

(3)事業の進捗状況 該当するものに○をつける 

計画段階     事業段階     供用段階 

基本設計済み       実施設計済み 

(4)設計(予定)時期       年   月～     年   月 

(5)建設(予定)時期       年   月～     年   月 

(6)供用開始(予定） 

 時期 

      年   月 
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(7)事業用地 事業用地確保の見込み（該当するものに○をつける） 

確 保 済    確保の見込みあり    確保の見込みなし 

所在地： 

敷地面積：             m2 

計画上の規制： 

(8)施設規模 延床面積             m2 

建築面積             m2 

     造（一部    造）、地下   階・地上   階建 

(9)事業費 ①調査費 百万円 国費割合 ％ 市債割合 ％ 

②設計・工事監理費 百万円 国費割合 ％ 市債割合 ％ 

③建設費※５ 百万円 国費割合 ％ 市債割合 ％ 

④設備・備品購入費 百万円 国費割合 ％ 市債割合 ％ 

⑤用地取得費 百万円 国費割合 ％ 市債割合 ％ 

⑥維持管理・運営費（1 年あたり） 百万円 国費割合 ％ 市債割合 ％ 

⑦修繕費（1～15 年 計） 百万円 国費割合 ％ 市債割合 ％ 

⑧修繕費（16～30 年 計） 百万円 国費割合 ％ 市債割合 ％ 

⑨修繕費（31 年～（1 年あたり）） 百万円 国費割合 ％ 市債割合 ％ 

(10)収入見込み 項 目 有 無 年間の収入見込み額 

運営収入    

 うち施設使用料    

 うち事業収入    

 うちその他収入    

(11)その他 必要に応じ、次の内容等を記載 

 ・設備関係の整備など、上記の区分では記入できない内容 

 ・PFI の導入にあたって想定される課題 

 ・同種の事業への PFI 導入事例 

 ・その他、参考となる事項 

※１：契約の形態（委託等）を記入 

※２：受託者（指定管理者名、受託会社名等）等を記入 

※３：地方自治法等の他、当該施設の用途に係る特有の法的規制を記入 

※４：当該施設に係る補助金等を記入（該当することが確実ではなく、該当する可能性があるものを含む） 

※５：建築物の建設に伴う既存建屋等解体処分、整地又は造成等を含む額を記入 
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PFI 導入効果の検討（PPP/PFI 手法導入優先的検討要綱に基づく簡易な検討）

〔STEP1-2〕 【事業担当課】 

PPP/PFI 手法導入優先的検討要綱第 7 条に基づく簡易な検討を行います。

検討に際しては、対象事業がPFIに適しているか否かを要綱別記様式「PPP/PFI

手法簡易定量評価調書」により検討を行います。 

     なお、各費用の算出にあたっては、健幸=ＳＤＧｓ課へ協議することととし、

原則専門的な外部コンサルタントを活用した詳細な費用などの比較を行うこ

とまでは必要としません。PPP/PFI 手法導入優先的検討要綱第６条２項に基づ

き簡易検討を省略することも可能とします。 

     この検討結果を踏まえて PFI 導入の効果が期待できると判断した場合は、

STEP1-3「庁内検討」へ進みます。PFI 導入効果が低いことが想定された場合

は、従来手法の実施又はその他ガイドラインに沿って実施を検討していくこ

とになります。 

なお、PPP/PFI 手法の導入に適しないと評価した場合には、PPP/PFI 手法を

導入しないこととした旨及び評価の内容（簡易な検討における、公共施設等

の整備等の費用、公共施設等の運営等の費用、民間事業の適正な利益及び配

当、調査に要する費用、資金調達に要する費用、利用料金収入の費用などの額

を含む）をインターネット上で公開する必要があります。 
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参考 

定量評価により効果の発現が認められる場合においても、民間事業者の参画意欲が

低く、事業化が見込めない場合等も想定されるため、簡易な検討時に定性評価を実施

することも可能とします。 

 

定性的評価 

NO 項目 判定 点数※ コメント 

1 
ライフサ
イクルコ
スト 

イニシャルコスト
が低くなる可能性
があるか。 

 

  

運営費（事業期間
中）のコストが低
くなる可能性があ
るか。 

 

  

2 
サービス
向上 

サービスの質の向
上が期待できる
か。 

 

  

付加的サービスの
追加余地がある
か。 

 

  

3 競争原理 

民間がその事業を
競って行おうとす
る状況があるか。 

 

  

4 
民間発意
の余地 

民間が対象事業の
事業遂行能力を有
しているか。 

 

  

計画、設計に対す
る自由度はある
か。 

 

  

5 
役割の適
正化 

民間へのリスク配
分が可能か。 

 

  

リスク、役割を明
確に分けることが
できるか。 
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NO 項目 判定 点数※ コメント 

6 参入意欲 

参入する民間事業
者が想定できる
か。 

 

  

民間からの参入意
欲はあるか。 

 

  

民間参入意欲の沸
くような事業とす
ることができる
か。 

 

  

7 理解度 
市民の PFI に対す
る理解はあるか。 

 

  

8 
制度的障
害の有無 

民間事業者が事業
主体になれるか。 

 

  

財政負担上のデメ
リットはないか。
（補助金等） 

 

  

9 
効果に関
する検討 

財政的メリット
は、見込めるか。 

 

  

 

※ ○＝10 点 △＝5 点 ×＝0 点 

 

合計点数   

 

総合評価 
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記入要領 

 

定性的評価 

NO 項目 視点例 判定基準 

1 
ライフサ
イクルコ
スト 

イニシャ
ルコスト
が低くな
る可能性
がある
か。 

競争の原理の導
入、計画、設
計、施工、運営
まで一貫した事
業とすることに
より可能である
か。 

○：基本設計もしくは実施設計か
ら民間事業者に任せることが
可能。 

△：民間事業者から VE 提案を受
けることが可能。 

×：設計が終了し、民間事業者か
ら VE 提案を受けることもでき
ない。 

運営費
（事業期
間中）の
コストが
低くなる
可能性が
あるか。 

○：一定期間内において、安定し
たサービス需要がある（ライフ
ラインに関連したサービス、教
育、医療などシビルミニマム的
なサービス等） 

×：一定期間内において、サービ
ス需要の変化・減少が予想され
る（景気や市場の動向に左右さ
れやすいサービス、ニーズの変
化が激しいサービス）。 

2 
サービス
向上 

サービス
の質の向
上が期待
できる
か。 

民間事業者のノ
ウハウが活用で
き、コストに対
するサービスの
向上が期待でき
るか。 

○：同様のサービスが民間事業者
から提供されている、あるい
は、他の自治体等において委託
等の実績がある。 

△：類似のサービス、あるいは、
業務の一部のサービスが民間
事業者から提供されている。 

×：同様・類似のサービスが民間
事業者から提供されていない。 

付加的サ
ービスの
追加余地
がある
か。 

付加サービスメ
ニューが想定さ
れ、実現の可能
性があるか。 

3 競争原理 

民間がそ
の事業を
競って行
おうとす
る状況が
あるか。 

民間事業者が参
入意欲が沸くよ
うなスキームに
することにより
民間の競争は期
待できるか。 

○：施設全体の維持管理又は運営
の大部分を一貫して民間事業
者に任せることが可能。 

△：限定的な維持管理・運営であ
れば、民間事業者に任せられ
る。 

×：維持管理・運営を全く民間事
業者に任せられない。 
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NO 項目 視点例 判定基準 

4 
民間発意
の余地 

民間が対
象事業の
事業遂行
能力を有
している
か。 

設計、施工、維
持、運営の各段
階において民間
事業者は十分に
事業遂行能力を
有しているか。 

○：同様のサービスが民間事業者
から提供されている、あるい
は、他の自治体等において委託
等の実績がある。 

△：類似のサービス、あるいは、
業務の一部のサービスが民間
事業者から提供されている。 

×：同様・類似のサービスが民間
事業者から提供されていない。 

計画、設
計に対す
る自由度
はある
か。 

詳細な設計には
至っていない段
階であり、自由
度は大きいか。 

○：基本設計もしくは実施設計か
ら民間事業者に任せることが
可能。 

△：民間事業者から VE 提案を受
けることが可能。 

×：設計が終了し、民間事業者か
ら VE 提案を受けることもでき
ない。 

5 
役割の適
正化 

民間への
リスク配
分が可能
か。 

設計、建設、維
持、運営に関す
るリスクを民間
事業者へ配分す
ることが可能で
あるか。 

○：該当する業務は、適切なリス
クの移転ができる。 

×：該当する業務は、安全面や情
報面で事故等の際に多大な損
失を招く恐れがあり、適切なリ
スクの移転ができない。 

リスク、
役割を明
確に分け
ることが
できる
か。 

設計、施工、運
営の各段階およ
び施設利用に対
して役割を明確
にすることがで
きるか。 

○：市が求めるサービス内容、水
準及び業務範囲を明確に規定
できる。 

×：市が求めるサービス内容、水
準及び業務範囲を明確に規定
できない。 

6 参入意欲 

参入する
民間事業
者が想定
できる
か。 

同種事業を実施
している民間企
業をはじめ、
様々な民間事業
者の参入が想定
できるか。 

○：対象の事業を行う民間事業者
が複数想定できる。 

△：対象の事業を行う民間事業者
が限定される。 

×：対象の事業を行う民間事業者
が想定できない。 

民間から
の参入意
欲はある
か。 

立地条件や事業
内容から判断し
て民間からの参
入は期待できる
か。 

○：収益性の確保等、民間事業者
参入の多様なメリットが想定
できる。 

△：収益性の確保等、民間事業者
参入のメリットが限定される。 

×：収益性の確保等、民間事業者
参入のメリットが想定できな
い。 
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NO 項目 視点例 判定基準 

民間参入
意欲の沸
くような
事業とす
ることが
できる
か。 

事業のスキーム
の組み立てによ
り、民間事業者
が魅力を感じる
事業とすること
は可能である
か。 

○：公共が運営の一部について条
件（料金設定、運営時間等）を
決定する程度でよい。 

△：公共は求める事業目的やサー
ビス水準を詳細に提示する必
要があり、民間事業者はそれら
が達成される範囲で実施する。 

×：既存の条例等により、公共が
運営の全ての条件を決定する
必要がある。 

7 理解度 

市民の PFI
に対する
理解はあ
るか。 

市民、行政、政
治の各方面から
PFI 事業として
実施することに
対して理解が得
られるか。 

○：PFI 事業として実施すること
に対して市民の理解が得られ
やすいと想定される。 

△：PFI 事業として実施すること
に対して市民の理解を得るた
めに説明会等を行う必要があ
ると想定される。 

×：PFI 事業として実施すること
に対して強い抵抗が想定され
る。 

8 
制度的障
害の有無 

民間事業
者が事業
主体にな
れるか。 

関連する法律、
省庁通知、条
例・要綱など
で、民間事業者
が事業主体にな
ることが制限さ
れていないか。 

○：施設設置者及び施設管理者に
ついての制限なし。 

△：施設設置者及び施設管理者が
公共や社会福祉法人等の公益
法人に限定されているが、関係
省庁、関係部局との調整の余地
がある。または、制度改正の動
きがある。 

×：施設設置者及び施設管理者が
公共や社会福祉法人等の公益
法人に制限されており、関係省
庁、関係部局との調整の余地が
ない。制度改正の動きもない。 

財政負担
上のデメ
リットは
ないか。
（補助金
等） 

想定される補助
金が従来手法で
は活用できる
が、PFI で活用
できない制度で
はないか。 

○：費用負担上のデメリットはな
い（補助制度がないか、もしく
は補助制度があってもPFI事業
において補助金の交付が確実
である等）。 

△：現在のところデメリットはあ
るが（もしくは不確定である
が）、関係省庁と調整の余地も
しくは制度改正の動きがある。 

×：補助金の対象とならないなど
のデメリットがあり、調整の余
地もしくは制度改正の動きな
し。 
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NO 項目 視点例 判定基準 

9 
効果に関
する検討 

財政的メ
リット
は、見込
めるか。 

事業費削減効果
が期待できる
か。 

○：同様のサービスを提供してい
るPFI事業において十分な縮減
率が確認できる。 

△：同類のサービスを提供してい
るPFI事業において縮減率が確
認できる。 

×：同様・同類のサービスを提供
している PFI 事業はない。 

 

※ ○＝10 点 △＝5 点 ×＝0 点 

 

合計点数   

 

総合評価 

本記入欄には、主に以下の観点を盛り込んだ記入としてください。 

・ 定性的評価 NO.１～NO.9 において、PFI 導入効果が期待できると考えられる主

な観点 

・ 定性的評価 NO.１～NO.9 において、PFI 導入効果が期待できないと考えられる

主な観点 

・ 上記２つの項目及びその他、特筆すべき事項に対する検討を加え、総合的な観

点から民間活力の導入の方向性 
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PFI 庁内検討〔STEP1-3〕 【経営情報課・健幸=ＳＤＧｓ課】 

① 公共施設保全整備会議 

公共施設の効率的かつ効果的な施設整備並びに計画的な修繕

及び更新の実施により、持続可能な行政経営に資するため、庁内

における統一した調整・判断を行います。特に PFI 導入手法と従

来型手法による場合との間で費用等の総額を比較し、PFI 導入手

法の適否を評価に加え、費用総額による比較が困難な場合には、

民間事業者への意見聴取を踏まえた評価、類似事例の調査を踏ま

えた評価を行い、PFI 導入が相応しいかどうか等の協議を行いま

す。 

 

ア  構成員 

構成員は下記のとおりとする。  

 職 名  

構
成
員 

企画部長  

総務部長  

建設部長  

都市整備部長  

行革・政策監  

事業担当部長  

健幸=ＳＤＧｓ課長  

財政課長  

施設保全課長  

都市整備課長  

経営情報課長（事務局）  

 

イ  協議内容 

    【健幸=ＳＤＧｓ課説明事項】  

・「PPP/PFI 手法導入優先的検討要綱」に基づき、PFI 手法導入 

の可否を審議 

・必要に応じて事業担当課と協議の上「定性的評価シート」を作 

成し、その他 PFI 導入の評価の検討 

・民間事業者による発案の受理・採択・不採択 

 



 14 

【事業担当課説明事項】 

・他自治体の実施例の検証 

・考えられる事業形態、事業方式についての協議 

・事業を実施する場合の法的規制についての協議 

・事業を実施する場合の支援（補助制度、融資制度等）について 

の協議 

・民間事業者のノウハウによる創意工夫等の余地についての協議 

・今後の方向性(事業着手までのスケジュール等)についての協議 

・予算措置（アドバイザー経費など）、人的体制の強化検討など 

 

② 幹部会議 

本市における PFI の導入や実施に関する内部意思決定を行いま

す。公共施設保全整備会議において検討した PFI に関する方向性

等を事業担当課がこの会議に諮ります。 

  

PFI 導入可能性調査（PPP/PFI 手法導入優先的検討要綱に基づく詳

細な検討）〔STEP1-4〕 【事業担当課】 

PPP/PFI 手法導入優先的検討要綱第８条に基づく詳細な検討を

行います。STEP1-3 で PFI 手法導入に適さないと評価された公共施

設整備事業以外を対象として、専門的な外部コンサルタントの活

用などにより、最適な事業スキームの構築を図り、PFI 導入にあた

っての課題、要求水準、リスク分担等の検討を行い、従来型手法に

おける費用総額と PFI 手法を導入した場合における費用総額とを

比較し、PFI 手法導入の適否を評価するものです。具体的には、次

ページに示す項目についての調査・検討を行います。なお、PFI 導

入可能性調査（詳細な検討）を実施するために必要となる専門調査

機関への調査委託費は、各事業担当課で確保することとします。 

なお、簡易検討と VFM の算出結果が異なる場合等は必要に応じ

て再度、公共施設保全整備会議に諮ることとします。 

詳細検討の結果は再度幹部会で報告を行うこととします。 
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PFI 導入可能性調査の調査項目  

調査・検討項目  調査・検討の概要  

事業計画の整理  ・施設計画や業務内容、事業スケジュール等の
事業計画を整理します。  

法制度の整理  ・関係法令や諸規制との関係を整理します。  

補助制度の整理 ・補助金や交付金、公的融資、税制優遇等の
公的支援について、現在想定されているも
の及び適用可能と考えられるものについて
整理します。 

PFI 導入範囲の 
検討 

・設計・建設・維持管理・運営の各段階にお
いて、どこまでをPFI導入の範囲とするか
を検討します。 

・特に業務委託の状況や公共性の確保、民間の
リスク管理の可能性等の視点を踏まえ、業
務範囲や要求水準等を詳細に検討します。 

事業形態等の検
討 

・事業形態（サービス購入型／ジョイントベ
ンチャー型／独立採算型）や、事業方式
（BOT/BTO等）、サービス対価の支払方法
を検討します。 

リスク分担等の 
検討 

・リスクを洗い出したうえで、市と民間事業
者のリスク分担や、リスクの定量化を検討
します。 

VFM の算定 ・PSCとPFI事業のLCCを算定し、VFMの評価を
行います。 

※VFMの算定は可能な範囲において極力精度
を確保する必要がありますが、客観性及び
透明性の向上を図りつつ、算定のために多
大な労力をかけすぎることのないよう留意
する必要があります。 

民間事業者の 
参入意向等の把
握 

・VFMの算定と併せて民間事業者の採算性を
確認するとともに、民間事業者の参入意欲
や参入条件、事業内容に対する意見をヒア
リングやアンケート等によって把握しま
す。また、PFIを実施した際の事業費算定
に参考となる情報の収集も行います。 

※PFI事業に関する情報が特定の民間事業者
のみに流出する危険があるため、市場調査
の実施にあたっては、配慮が必要です。 

課題の整理 ・PFIを導入する場合の課題を整理します。 
PFI 導入可能性 
の評価 

・以上の調査・検討の結果を踏まえ、PFI 導入
の可能性を評価します。また、PFI の導入が
可能と判断された場合は、今後のスケジュ
ール等を整理します。 
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民間事業者からの発案への対応【健幸=ＳＤＧｓ課】【事業担当課】 

PFI 事業について、民間事業者から発案があった場合は、次のと

おり対応します。 

民間事業者からの発案  

項  目  内  容  

発案の受付窓口  ・健幸=ＳＤＧｓ課が窓口となり受付を行い
ます。ただし、事前に発案の概要が把握で
きた場合には、関係する事業担当課も受付
時に同席します。  

・事業担当課において受付を行った場合は、事
業担当課は速やかに健幸 =ＳＤＧｓ課に報
告します。  

受付時の確認事
項  

・受付時には次の項目を確認します（これら
の項目がないと受理しないという意味では
ありません）。 
・事業名 
・発案者の住所、法人名、所属名、担当者

名、連絡先（電話番号等） 
・発案の趣旨 
・事業の内容（できるだけ具体的に） 
・事業の仕組み 
・民間事業者の資金調達方法 
・事業の採算分析 
・想定されるリスクとリスク分担の考え方 
・事業の必要性、市民ニーズ 
・PFIにより達成される効果 

事業担当課への
写しの送付  

・健幸=ＳＤＧｓ課は、発案内容の写しを関
係する事業担当課に送付します。 

事業担当課の検
討  

・事業担当課は、発案に関する事業について、
事業の必要性や市民ニーズなど事業として
の必要性、PFI 化の可能性を検討します。 

検討後の対応  ・民間事業者からの発案に関する事業につい
て、PFIにより具体化していくことが適当
であると事業担当課が認めたときは、自ら
が発案した事業の場合と同じ手続きを行っ
ていきます。その際には、インセンティブ
の付与についても検討を行うこととしま
す。 

・民間事業者からの発案に関する事業につい
て、相当の期間内に実施方針の策定までに
至らなかった場合には、その判断の結果及
びその判断理由を発案者に速やかに通知し
ます。 

・さらに、この発案内容の概要、判断の結果
及びその判断理由の概要を、発案者の権利
その他正当な利益及び公共施設等の整備等
の実施に対する影響に留意の上、適切な時
期に適宜公表します。 
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２ PFI 事業の実施手順 

「1 PFI 導入の検討手順」における検討により VFM の達成が確認され

るなど、PFI の導入が適切であると判断された場合には、事業の必要性

や優先度など総合的な判断を得たうえで以下の手順、役割に従い PFI 事

業を実施することとなります。 

 

 

PPP 事業審議会  

PPP 事業審議 会

PPP 事業審議 会  

事業  
審議会  

PPP 事業審議会  

PPP 事業審議会  

PPP 事業審議会  
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２-１実施方針の策定及び公表 

PFI 法第 5 条に規定されている実施方針の公表は、市が PFI 導入に

ついて積極的に検討していることを表明するものであり、次のこと

を目的としています。 

 

実施方針の目的  

目  的  内  容  

民間事業者への  
情報提供  

現段階における事業の概要、官民リスク分
担の条件などの案を提示し、民間事業者側
の事前検討を促進する  

民間事業者からの  

意見招請  

市が検討している事業内容案について、民
間事業者から意見を受け付け、必要に応じ
て事業内容の見直しを行い、最適な事業内
容とする。  

 

実施方針の策定及び公表に関する手続きは、以下に示す STEP1-1～

STEP1-7 の手順により実施します。 

 

アドバイザーの選定〔STEP1-1〕 

PFI 導入が適当と判断された場合、事業担当課は、アドバイザー

とアドバイザー契約を締結します。 

PFI の実施にあたっては、財務面・法務面・技術面などの専門知

識やノウハウを要することから、PFI 事業ごとに、外部のアドバイ

ザー（コンサルタントなど）を選定し、委託することが適当です。

アドバイザーの役割は重要であり、PFI に対する一般的な知識だけ

でなく、民間事業者や金融機関の考え方にも精通し、事業を適切に

構築する能力が必要です。 

したがって、アドバイザーは、実績のある専門調査機関を絞った

うえでの指名競争入札や、企画書の提出等を求めるプロポーザル

方式による随意契約などにより適切に選定することが必要です。 

また、PFI 導入可能性調査を実施した専門調査機関に、この業務

を引き続き随意契約で委託することも考えられます。 
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アドバイザーの概要  

項  目  内  容  

アドバイザーの選

定  

・アドバイザーの選定にあたっては、各分野のアドバイ

ザーを個別に選定することもできますが、各分野のア

ドバイザーを束ねることができる総合アドバイザーを

選定することが一般的です。  

アドバイザーの構成例  

 

委託内容  

 

・委託内容は、事業の内容や複雑度等によって様々です

が、一般的には、次の項目があげられます。  

 

委託内容の例  

項  目  内 容 例  

事業計画 の
構築に関 す
る支援 

・事業スキームの精査（事業の範
囲、事業形態、事業方式、資金調
達など） 

・リスク分析の精査 
・要求水準の精査 
・VFM の精査 

PFI の 手 続
きに関す る
支援 

・実施方針に係る書類等の作成支援 
・特定事業の選定に係る書類等の作

成支援 
・民間事業者の募集・選定に係る書

類等の作成支援 
・入札説明書〔募集要項〕 
・契約書 
・落札者決定基準〔選定基準〕 な

ど 
・民間事業者からの質問への回答支

援 
※内容の検討、原案の作成など 

民間事業 者
選定に関 す
る支援 

・PPP事業審議会の運営に関する支
援 

・選定に関する支援（提案内容の整理
など） 

契約に関 す
る支援 

・契約条件の整理 
・契約交渉に関する支援（論点の整

理、利害の評価と譲歩判断の助
言、代理人としての交渉など） 

・契約書の内容検討・原案作成 
事業の監 視
に関する 支
援 

・監視方法の検討支援 

 

留意事項  

 

・アドバイザーが、当該事業に応募または参画しようとす
る民間事業者側のアドバイザーとなることは、利益相反

安城市  

（事業担当

財務  

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  

技術  

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  

法務  

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  

総合ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  

（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ）  
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等の観点から不適切です。  
・アドバイザーの関係企業等が当該事業に応募又は参画

する場合には、特に秘密保持や公正さに対する信頼性の
確保に留意する必要があります。  
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PPP 事業審議会の設置〔STEP1-2〕 

民間事業者の選定にあたって公平性、透明性、客観性を確保する

ため、PPP 事業審議会規則第８条に基づき、PFI 事業ごとに規程を

定めて PPP 事業審議会（事務局：事業担当課）を設置します。 

 

PPP 事業審議会の概要 

項  目  内  容  

設置時期  ・PFI事業審査は事業内容と密接に関連する
ことから、実施方針の策定前に設置しま
す。（総合評価一般競争入札方式を採用す
る場合は、予め学識経験者の意見聴取を行
うことが必要であるため、主として実施方
針策定前にPPP事業審議会を開催すること
となります。） 

委員の構成  ・民間事業者の提案に対し、様々な専門的見
地から判断する必要があることから、PFI
事業に関係する分野の専門家を選任しま
す。 

・委員には必ず外部委員を加え、委員長は外
部委員とします（総合評価一般競争入札方
式によりPFI事業審査を行う場合は、学識
経験者2名以上の意見聴取が必要なため、
必ず2名以上とします）。 

・委員の氏名等については、入札公告〔公
募〕と併せて公表します。 

事務局  ・事業担当課とします。 
所掌事務  ・PFI事業審査方式の検討 

・実施方針に関する検討 
・特定事業の選定に関する検討 
・民間事業者の募集・選定に関する検討 
・入札説明書〔募集要項〕 
・要求水準書 
・契約書案 
・落札者決定基準〔PFI事業審査基準〕 
・入札書〔提案書〕の審査、評価 
・落札者〔優先交渉権者〕の選定 など 

留意事項  ・民間事業者の選定に対する最終的な責任は
市が負っていることに留意が必要です。 

・審議の公開・非公開については、委員会で
決定します。 
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事業者選定方式の検討〔STEP1-3〕 

PFI 事業における事業者選定の方法としては、「総合評価一般競

争入札方式」と「公募型プロポーザル方式」の２通りがありますが、

「総合評価一般競争入札」によることが原則とされており、地方自

治法施行令第 167 条の 2 第 1 項各号に該当する場合に「公募型プ

ロポーザル方式」（随意契約）が認められています。（次ページ参照） 
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PFI における民間事業者の選定方式 

 総合評価一般競争入札方式 公募型プロポーザル方式 

概要 ・価格だけではなく、あらか

じめ示した落札者決定基準

の条件を総合的に勘案して

落札者を決定します。 

・地方自治法等で定められて

いる一般競争入札のひとつ

です。 

・公募により提案書を募集

し、あらかじめ示した事業

者選定基準に従って優先順

位を決めた後、最優先順位

の者（優先交渉権者）と契

約内容の交渉を行い、契約

を締結するものです。 

・随意契約の相手方を選定す

るための予備的手続きに位

置づけられます。 

決定後の契

約交渉（文

言の明確

化） 

・入札公告時に提示した契約

書案などの条件は変更でき

ません。要求水準を達成す

るための事業の実施手順に

関する契約の細目を交渉す

ることとなります。 

・契約内容の詳細は、契約交

渉で決められます。ただ

し、選定されなかった他の

民間事業者との間で不公平

な取り扱いにならないよ

う、契約書案で定めた基本

的な事項については、変更

すべきではありません。 

交渉不調の

場合の措置 

・落札者が契約を締結しない

ときは、次位者以降の入札

者と落札額の範囲で随意契

約を行うことができます。

なお、これが不可能な場

合、再入札となります。 

・次位交渉権者との交渉にな

ります。 

メリット ・落札者決定後の契約交渉の

負担が少ないです。 

・公募型プロポーザル方式に

比較して、短期間に契約締

結が可能です。 

・優先交渉権者との契約交渉

が可能なことから、官民間

のより適切な役割分担の構

築が可能となります。 

・優先交渉権者との契約交渉

が困難になった場合に次位

交渉権者との交渉が可能で

す。 

デメリット ・基本的に入札公告後に条件

を変更することができませ

ん。 

・落札者が契約を締結しない

場合、次位者以降の入札者

との随意契約は落札金額の

範囲内でのみ可能ですが、

現実的には困難であること

から、改めて入札をやり直

すことになります。 

・契約交渉に負担がかかり、

市側にも交渉を行い得る能

力が必要です。 

・総合評価一般競争入札と比

較して、契約に長期間を要

します。 
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実施方針原案の作成〔STEP1-4〕 

事業担当課は、次に示す実施方針を作成します。 

 

実施方針に定める内容例  

項  目  内  容  

１ 特定事業の
選定に関す
る事項  

①事業内容に関する事項  
・公共施設等の種類  

・公共施設等の管理者等の名称  
・事業目的  
・提供される公共サービスの内容  

・事業に必要とされる根拠法令・規則、許認可
事項等  

・想定される事業形態（公共施設等の管理者等
の費用負担形態、利用者の料金負担のあり方
及び民間事業者の併設事業の範囲、事業期
間、事業終了時における施設の移管に関する
方法や条件等）  

②選定に関する事項  

・選定の基準  

・選定結果の公表  

２ 民間事業者
の募集及び
選定に関す
る事項  

・  公募等の具体的方法  

・  募集期間  

・  民間事業者が備えるべき参加資格要件  

・  応募に係る提出書類  

・  選定基準（総合評価方法の活用、段階方式の採
用・段階ごとの選定基準等）  

・  選定結果及び選定における客観的評価の公表方
法  

３ 民間事業者
の責任の明
確化等事業
の適正かつ
確実な実施
の確保に関
する事項  

・  予想される責任及びリスクの分類と官民間での
分担  

・  提供されるサービス要求仕様（性能に関する仕
様）  

・  公共施設等の管理者等による支払いに関する事
項  

・  民間事業者による設計・建設・維持管理・運営
に関する責任の履行に関する事項  

・  事業の実施状況の監視（主体、頻度、内容・基
準、結果の公表）  

４ 公共施設の
立地並びに
規模及び配
置に関する
事項  

・  所在地、面積、地目、現況  
・  施設の立地条件（都市計画等法令上の規制等）  

・  土地の取得等についての公共施設等の管理者等
による措置  

・  国有財産を使用する場合の措置  

・  公共施設等の規模、配置  
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５ 事業計画ま
たは協定の
解釈につい
て疑義が生
じた場合に
おける措置
に関する事
項  

・協議、調停、仲裁、裁判  
・裁判管轄の指定  

６ 事業の継続
が困難とな
った場合に
おける措置
に関する事
項  

・想定される事業継続が困難となり得る事由の具
体的列挙と対応措置  

・事業破綻事由に至った場合の具体的対応措置及
び責任の負担（介入権、契約解除、事業引継ぎ
（金融団との直接協議に関する事項等））、施
設の移管等破綻事由に応じて事業計画又は協定
において約定すべき事項  

７ 法制上及び
税制上の措
置並びに財
政上及び金
融上の支援
に関する事
項  

①法制上の措置に関する事項  

・事業実施に必要な許認可に関連した措置があ
る場合は、その具体的内容  

②税制上の措置に関する事項  

・適用可能な税制上の特例措置がある場合は、
その具体的内容  

③財政上の支援に関する事項  

・（地方公共団体から）出資がある場合には、
その内容及び条件  

④金融上の支援に関する事項  

・無利子融資枠が予算計上されている場合に
は、その対象となる事業の条件  

・日本政策投資銀行等の出融資制度の対象事業
に該当する場合は、その制度概要  

・資金の融通のあっせんがある場合には、あっ
せん先の金融機関及び供与条件  

８ その他特定
事業の実施
に関し必要
な事項  

・  契約に当たって議会の議決を経る必要の有無  

・  法の定めのあるもののほか情報公開の対象及び
公開方法  

・  環境保全への配慮及び環境アセスメントの実施
に関する事項  

・  実施方針に関する問合せ先  
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PPP 事業審議会での検討〔STEP1-5〕 

PPP 事業審議会において、事業担当課が作成した実施方針の原案

を検討します。 

 

実施方針の公表、説明会の開催〔STEP1-6〕 

民間事業者の準備期間の確保や、民間事業者からの意見を十分

得るため、実施方針の公表は、できる限り早い段階で行います。実

施方針の内容が相当程度備わった段階で早期に公表し、検討の進

展状況や、民間事業者からの意見を踏まえながら、内容を順次補完

していくことも可能です。 

 

実施方針の公表  

項  目  内  容  

公表手段  ・市広報への登載  

・新聞等に対する記者発表  

・市ホームページへの掲載  

公表項目  ・実施方針本文  

・実施方針概要  

・実施方針閲覧方法  

説明会の開催  ・必要に応じて説明会等を開催し、実施方針
の内容を十分周知します。  

・説明会への民間事業者の参加状況から、当
該事業に関心を示している民間事業者の数
や業種などをある程度把握することができ
ます。  

 

なお、入札公告〔公募〕の際に必要となる要求水準書や契約書案

は、民間事業者が提案内容を検討する上で、非常に重要なものであ

ることから、できる限り実施方針の公表に併せて案段階のものを

公表することが望まれます。 
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実施方針に対する質問・意見への対応〔STEP1-7〕 

事業担当課は、実施方針に関する民間事業者からの質問・意見を

下記により受け付け、回答を公表します。 

有用な意見があった場合には、実施方針に反映させ、遅滞なく公

表します。 

 

実施方針に対する質問・意見への対応  

項  目  内  容  

受付時期  ・民間事業者が十分検討を行える期間を確保
するため、実施方針の公表から質問・意見
等の受付開始までに最低２週間程度確保し
ます。  

・質問・意見等の受付期間は１週間程度確保
します。  

受付方法  ・郵送  

・電子メール  

・持参  

回答の作成  ・実施方針等に対しての質問等は、事業担当
課がとりまとめ、関係部局と適宜調整しな
がら回答を作成します。  

・この回答の作成には、最低３週間程度確保
することが必要です。  

回答方法  ・作成した回答は、ホームページへの掲載な
どにより、原則として民間事業者全体に対
して広く公表します。  
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２-２特定事業の評価・選定、公表 

実施方針に対して寄せられた民間事業者からの質問・意見等を踏

まえるとともに、PFI での実施可能性を再度検討し、PFI での実施を

決定した場合には、PFI 法第 7 条に定める「特定事業の選定」に関す

る手続きを行います。 

 

特定事業の評価・選定、公表に関する手続きは、以下に示す STEP2-

1～STEP2-3 の手順により実施します。 

 

特定事業の選定に関する検討〔STEP2-1〕 

実施方針に対して寄せられた質問・意見等を踏まえるとともに、

事業担当課は事業内容や VFM 等を再度検討します。 

特定事業の選定を行うかどうかの判断は、PFI 事業として実施す

ることにより、公共施設等の設計・建設・維持管理・運営が効率的

かつ効果的に実施できるかどうか、すなわち VFM の有無を評価す

ることが判断基準の基本となります。この VFM の評価は、特定事業

の選定にあたって、必ず行わなければなりません。なお、VFM の算

定は可能な範囲において極力精度を確保する必要がありますが、

客観性及び透明性の向上を図りつつ、算定のために多大な労力を

かけすぎることのないよう留意する必要があります。 

以上の検討により PFI での実施を決定した場合には、特定事業

の選定の公表原案を作成します。 

 

特定事業の選定の公表内容  

項  目  内  容  

１ 事業概要 ①事業場所 

②事業内容 

③事業期間 

④事業方式 など 

２ 市が直接事業

を実施する場

合とPFI事業

として実施す

る場合とを比

較した評価

（VFM） 

①コスト算出による定量的評価 

・前提条件（算定対象となる経費の主な内訳、資

金調達条件等） 

・算定方法 

・評価結果 

※コスト算出による定量的評価の提示の方法とし

ては、縮減金額（縮減が期待される金額）と縮

減割合（縮減が期待される割合）があります。 

②PFI事業として実施することの定性的評価 

③民間事業者に移転されるリスクの評価 

④総合的評価 
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PPP 事業審議会での検討〔STEP2-2〕 

PPP 事業審議会において、事業担当課が作成した公表原案を検討

します。ただし、実施方針策定時において、VFM など特定事業の選

定に関する重要な事項について併せて検討がなされ、その後大き

な変更がなかった場合には、省略しても差し支えありません。 

 

特定事業の選定の公表〔STEP2-3〕 

特定事業の選定の公表については、次のとおり行います。 

 

特定事業の選定の公表  

項  目  内  容  

公表手段  ・市広報への登載  

・新聞等に対する記者発表  
・市ホームページへの掲載  

公表項目  ・特定事業の選定の本文  

 

 



 30 

２-３民間事業者の募集、評価・選定、公表 

民間事業者の募集、評価・選定、公表に関する手続きは、以下に示

す STEP3-1～STEP3-8 の手順により実施します。 

 

入札説明書〔募集要項〕等の原案作成〔STEP3-1〕 

民間事業者の選定にあたって必要となる書類は下記のとおりで

す。 

なお、これらの書類は、入札公告〔公募〕時に公表されるもので

すが、民間事業者が提案内容を検討するうえで重要なものなので、

実施方針の公表時などできるだけ早い段階で原案を公表し、民間

事業者からの意見を受け付け、有用な意見は反映しておくことが

必要です。 

また、PPP 事業審議会において、事業担当課が作成した入札説明

書等の原案を検討します。 

 

民間事業者の募集にあたって必要となる主な書類の例  

必要書類  

概  要  
総合評価  

一般競争入札
方式  

公募型  

プロポーザル
方式  

入札説明書  募集要項  ・事業の概要、民間事業者の選
定など民間事業者の募集に
あたっての基本的事項につ
いて示したものであり、以下
に示す要求水準書等は、この
書類の別添の形となります。 

要求水準書  ・施設やサービスの具体的な
要求水準を示すものであ
り、民間事業者のノウハウ
を活かすため性能発注の形
をとります。  

落札者決定基
準  

事業者選定基
準  

・要求水準書等で示した内容
や価格等を評価項目として
設定し、民間事業者からの
提案書を採点する基準を示
したものです。  

契約書案  ・PFI事業に係る責任とリスク
の分担その他契約の当事者
の権利義務を定めるもので
す。  
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入札説明書〔募集要項〕の構成例は次のとおりですが、事業内容

により様々な構成が考えられますので、アドバイザーの意見を踏

まえながら十分検討したうえで作成します。また、入札説明書の内

容を補足するため、付属資料としてリスク分担表（最終案）、サー

ビス対価の支払方法、契約終了の方法、様式集などを適宜作成しま

す。 

入札説明書〔募集要項〕の構成例  

項  目  内  容  

１ 入札説明書〔募集
要項〕の定義 

 

２ 事業の概要 ・事業名称 
・事業目的 
・施設等の概要 
・PFI事業の範囲 
・事業期間等 
・事業方式 
・費用の負担 
・遵守すべき法令等 

３ 入札参加に関する
条件〔応募要件〕
等 

・入札参加者〔応募者〕の資格要件 
・入札〔応募〕に関する留意事項 
・選定のスケジュール・手続き 

４ 民間事業者の選定 ・民間事業者の選定方法（総合評価一般競争入札
方式・公募型プロポーザル方式による旨の記述
等） 

・PPP事業審議会の設置 
・審査の方法（入札説明書〔募集要項〕に添付す

る落札者決定基準〔事業者選定基準〕による旨
の記述等） 

・審査事項（審査の視点・審査項目（落札者決定
基準〔事業者選定基準〕の概要）の記述等） 

・選定結果の通知及び公表方法 
・事務局とアドバイザー 

５ 提示条件 ・事業フレーム 
・設計・建設・維持管理・運営の業務内容等 
・土地の使用等 
・民間事業者の事業契約上の地位 
・特別目的会社（SPC）の設立 
・契約保証金 
・保険 
・市とPFI事業者の責任分担 
・財務書類の提出 
・市による事業の実施状況の監視 

６ 事業実施に関する
事項 

・誠実な業務遂行義務 
・グループ構成員の役割 
・事業期間中のPFI事業者と市の関わり 
・支払い手続き 

７ 契約の考え方 
 

・契約手続き 
・契約の枠組み 

８ 提出書類・作成要
領 

・提出書類 
・作成要領 
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要求水準書は、施設やサービスの具体的な要求水準を示すもの

であり、民間事業者のノウハウを活かすため性能発注の形をとり

ます。事業内容により様々な内容が考えられますので、アドバイザ

ーの意見を踏まえながら十分検討したうえで作成します。 

契約書案は、PFI 事業に係る責任とリスクの分担その他契約の当

事者の権利義務を定めるものであり、次の事項等について、具体的

かつ明確に取り決める必要がありますので、アドバイザーの意見

を踏まえながら、十分検討したうえで作成します。 

 

契約書案で定める事項例  

項  目  内  容  

１ 当事者の負う債務

の詳細及び履行方

法等 

・PFI事業者により提供されるサービスの内容と

質、サービス水準の測定と評価方法、市が支払う

べき金額と算定方法等。 

・当事者が契約に違反した場合のPFI事業の修復、

債務不履行の治癒、当事者の救済等に係る措置。 

２ PFI事業者の履行を

確保するための市

による関与 

・市によるサービス水準の監視、PFI事業者からの

定期的な実施状況報告及び公認会計士等の監査を

経た財務状況報告等。 

・PFI事業に重大な影響を与える恐れがある事態が

生じた場合のPFI事業者による市への報告、専門

家などの第三者による調査の実施等。 

・その他安全性の確保、環境の保全に対する検査、

実施状況の監視などPFI事業の適正かつ確実な実

施の確保に必要な合理的な措置。 

３ リスク分担等 ・想定されるリスクをできる限り明確化したうえ

で、当該リスクを最も管理できる者がリスクを負

担する観点から、PFI事業に係るリスクを市とPFI

事業者で分担。 

・合理的な手段で軽減又は除去できるリスクとして

措置を講ずるものの範囲、内容等 

４ PFI事業が終了する

時の取扱い等 

・PFI事業の終了時期、PFI事業終了時における資産

の取扱い等。 

５ PFI事業の継続が困

難になった場合の

措置等 

・PFI事業の継続が困難となる事由と当該事由が生

じた（生じる恐れがある）場合の当事者のとるべ

き措置。 

・PFI事業破綻時における公共サービスの提供の確

保に係る措置。 

６ 契約の解除条件等 ・契約の解除条件となる事由、及び、当該事由が生

じた場合の当事者のとるべき措置。 

７ 契約の疑義等の解

消手続き等 

・契約の解釈に係る疑義、契約に規定のない事項に

ついて係争が生じた場合の措置及び手続き等。 

８ その他 ・PFI事業者がPFI事業以外の事業に従事する場合

で、PFI事業に係る公共サービスの提供に影響を

及ぼす恐れがあるときの、影響を回避するために

必要な措置等。 
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落札者決定基準〔事業者選定基準〕は、要求水準書等で示した内

容や価格等を評価項目として設定し、民間事業者からの提案書を

採点するために作成するものです。 

民間事業者の選定にあたっては、一次審査と二次審査の 2 段階

で行い、それぞれの基準を作成します。2 段階に分けて審査するの

は、詳細な提案作成を求める事業者の数を絞り、民間事業者の負担

を軽減することが主な目的です。したがって、PFI 導入可能性調査

の結果などから参加事業者が少ないと想定される場合は、一括し

て審査を行うこととしても差し支えありません。 

 

各段階における審査の目的  

項  目  内  容  
一次審査  ・民間事業者が入札説明書等で規定した資格要件を

満たしているかを確認します（資格審査）。  
・なお、多くの参加希望者が想定される場合には、

この資格審査と併せて、事業に対する考え方の提
案を求め、総合的な評価を行うことで、民間事業
者の数を絞り込みます。  

二次審査  ・一次審査を通過した民間事業者から提出される詳
細な提案と価格に対して、総合的な評価を行いま
す（事業提案審査）  

 

一次審査と二次審査における評価の観点例は次ページ以降に示

すとおりです。これらの観点及びアドバイザーの意見を踏まえな

がら、十分検討したうえで落札者決定基準〔事業者選定基準〕を作

成します。基準の設定にあたっては、公平性、透明性、客観性の観

点から、定量的な評価項目については客観的な評価基準により数

値化し、数値化が困難である定性的な項目については、詳細かつ具

体的に記載し、客観性を確保するよう留意する必要があります。 
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一次審査（資格審査）における評価の観点例  

項  目  内  容  
１ 入札参加者（応募

者）の構成 
・構成員が明記されていること（代表企業、設計企

業、建設企業、維持管理企業、運営企業等）。 
・構成員が他の入札参加者〔応募者〕の構成員とな

っていないこと。 
２ 参加資格要件 ・事業を効率的かつ効果的に実施できる経験を有し

ていること。 
・建設企業は建築一式工事について特定建設業の許

可を有していること。 
３ 構成員の制限 ・地方自治法施行令第167条の4の規定（一般競争入

札の参加者の資格）に該当しないこと。 
・市の指名停止措置を受けていないこと。 
・最近1年間の法人税、法人事業税を滞納していな

いこと。 
・経営不振の状態（破産手続、民事再生手続、会社

更生手続もしくはその他類似の手続開始の申し立
てがなされたとき等）にないこと。 

・本事業に係る市側のアドバイザー業務に関与した
者でないこと。 

４ 事業に対する考え
方 

・事業実施体制についての考え方（事業を担うこと
ができる運営体制（企業連携）が計画されている
こと、SPCの継続性・安定性が確保されているこ
と等） 

・事業実施方針についての考え方（事業が抱える課
題等を適切に認識していること、どのような点に
民間ノウハウを発揮するか明確なこと等） 

 

落札者決定基準〔事業者選定基準〕における各項目の配点は、評

価項目の重要度や、事業実施にあたっての必要性に応じて決定し

ます。 

 



 35 

二次審査（事業提案審査）における評価の観点例  

項  目  内  容  

１ 設計・建設に関

する事項  

・周辺環境に調和した外観となっているか。  

・施設の配置は適切に計画されているか。  

・駐車場、駐輪場は適切に計画されているか。  

・歩行者アクセス等に配慮した計画となっているか。  

・各施設の動線は適切に計画されているか。  

・ユニバーサルデザインに配慮した計画になっている

か。  

・環境や省エネルギー・リサイクル等に配慮した計画

となっているか。  

・快適な室内環境（熱・光・音）が計画されている

か。  

・電気設備、給排水設備等は適切に計画されている

か。  

・構造は合理的に計画されているか。  

・適切な耐震設計がなされているか。  

・避難システム（消化設備を含む）は適切に計画され

ているか。  

・工事期間中は近隣住民に十分配慮しているか。  

・その他設計・建設業務に関する優れた提案はある

か。  

２ 維持管理に関す

る事項  

・維持管理業務（建築物保守管理業務、建築設備保守

管理業務、清掃業務、外構維持管理業務等）を建物

や設備等の耐用年数に合わせて実施し、施設が良好

な状態で運営できるとともに、資産価値の低減を避

けるような計画となっているか。  

・緊急時等の通報に速やかに対応できる警備体制とな

っているか。  

・その他維持管理業務に関する優れた提案はあるか。  

３ 運営に関する事

項  

・類似事業での運営経験はあるか。  

・職員の配置計画は適切か。  

・業務の各部門における責任の所在が明確にされてい

るか。  

・指揮命令系統が明確か。  

・運営を担う職員の質の確保ができる仕組みを設けて

いるか。  

・利用者ニーズを把握する機会を設けているか。  

・利用者への対応に優れた提案があるか。  

・その他運営業務に関する優れた提案はあるか。  

４ 事業の安定性に

関する事項  

・事業に関して金融機関からの関心表明は得ている

か。  

・事業収支や資金繰りなどの計画の設定条件等に具体

性、妥当性があるか。  

・運転資金等の確保に対する対応策の検討が十分にな

されているか。  

・リスクが顕在化した時の対応策の検討が十分になさ

れているか。  
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PPP 事業審議会での検討〔STEP3-2〕 

PPP 事業審議会において、事業担当課が作成した入札説明書〔募

集要項〕等の原案を検討します。 

 

議会の議決（債務負担行為の設定）〔STEP3-3〕 

PFI 事業における契約は長期にわたる複数年契約であることか

ら、予算で債務負担行為を設定する必要があり、議会の議決が必要

です。 

 

債務負担行為の設定  

項  目  内  容  

債務負担行

為の限度額 

・特定事業の評価により得られたPFI事業者との契約予定金額

であり、その内容は、建物等の建設・取得・維持管理・運営

に関する費用の総額、つまり市がPFI事業者に支払う総額と

なります。 

・この限度額は、金利やインフレ率を含んだもので、現在価値

に割り引く前の額とします。 

債務負担行

為の期間 

・PFI事業の契約期間とします。 

留意事項 

 

・債務負担行為については、債務負担行為を設定した年度内に

その債務の原因となる契約手続きを完了させる必要がありま

す。当該年度内に契約手続きが完了しない場合には、次年度

に再度債務負担行為を設定する必要があります。 

・PFI法に基づいて設定される債務負担行為は、効率的かつ効

果的な公共施設等の整備のために設定されるものであり、

「もっぱら財源調達の手段として設定する債務負担行為」に

は該当しないと解されています。 

しかし、この場合においても、財政の健全性を確保する必

要があるため、PFI事業における債務負担行為に係る支出の

うち、施設整備費や用地取得費に相当するもの等公債費に

準ずるものは、起債制限比率の計算の対象となります

（「自治事務次官通知」第2参照）。 
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入札公告〔公募〕、説明会の開催〔STEP3-4〕 

民間事業者の募集を正式に開始できる段階に至った場合には、

財務規則等に基づいて入札公告〔公募〕を行います。 

また、入札公告〔公募〕後は、入札説明書〔募集要項〕、要求水

準書、契約書案、落札者決定基準〔事業者選定基準〕などを民間事

業者に配布しますが、できる限り説明会や現地説明会を開催し、事

業内容を周知します。 

入札公告〔公募〕等の公表  

項  目  内  容  

公表手段  ・広報への登載  

・記者発表  

・ホームページへの掲載  

公表項目  ・入札説明書〔募集要項〕  

・要求水準書  
・契約書（案）  

・落札者決定基準〔事業者選定基準〕  など  

説明会等の開催  ・できる限り説明会や現地説明会を開催し、入
札説明書〔募集要項〕等の内容を十分周知し
ます。  

 

入札公告〔公募〕に対する質問への対応〔STEP3-5〕 

入札公告〔公募〕の内容に対する疑問点を解消するために、民間

事業者から質問を受け付け、回答を行います。回答にあたっては、

民間事業者が十分な検討を行えるよう、入札公告〔公募〕から質問

提出期限までの期間を十分に確保する必要があります。 

 

入札公告〔公募〕に対する質問への対応  

項  目  内  容  

受付時期  ・  民間事業者が十分検討を行える期間を確保するため、入札
公告〔公募〕から質問の受付開始までに最低２週間程度確
保します。  

・  質問の受付期間は１週間程度確保します。  

受付方法  ・  郵送  

・  電子メール  
・  持参  

回答の作
成  

・  質問は、事業担当課がとりまとめ、関係部局と適宜調整し
ながら回答を作成します。  

・  この回答の作成に最低３週間程度確保することが必要で
す。  

回答方法  ・  作成した回答は、ホームページに掲載することなどによ
り、原則として民間事業者全体に対して広く公表します。  

・  回答は、民間事業者の応募の検討に間に合う時期に行う必
要があります  
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落札者〔優先交渉権者〕の選定〔STEP3-6〕 

事業担当課は、PPP 事業審議会を開催します。PPP 事業審議会は、

公平性、透明性、客観性を確保したうえで、落札者決定基準〔事業

者選定基準〕に従い、落札者〔優先交渉権者〕を選定します。 

具体的には、応募者から提出された資料の分析・整理を事務局で

ある事業担当課が行った後で、各 PPP 事業審議会委員に資料を提

示・説明し、意見聴取を行います。必要に応じて、各委員の専門分

野に応じた個別事項の審査検討を行った後、委員全員を招集した

全体審査の場で総合的な評価を行い、民間事業者を選定します。 

 

審査にあたっての留意点  

項  目  内  容  

客観性の確保 ・各項目について、複数の委員による評価を行うな

ど、評価の客観性を確保するような措置を講じる

ことが適当です。 

先入観の排除 ・評価に対する先入観を排除するため、提案内容の

評価が終了するまでは、提案企業名や提案価格を

開示しないなどの工夫を行うことが望まれます。 

ヒアリング時の注意 ・必要に応じ、各提案者からのヒアリングを実施し

ますが、次の注意が必要です。 

・提出書類のみを用い、他の説明用資料、模型等は

使用させないこと。 

・委員からの質問への回答は、ヒアリング時間内に

行い、追加回答、追加提出書類等は認めないこ

と。 

・先入観を排除するため、回答上必要な場合を除

き、入札価格や企業名を類推させる発言や行為は

認めないこと。 

・審査の公平性・透明性に鑑み、ヒアリング内容は

記録に残し、記録のある事項以外は審査に反映さ

せないこと。 

PPP事業審議会の開催

回数 

・審査の進捗状況等その必要性に応じ複数回開催す

ることもあり得ます。 
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落札者〔優先交渉権者〕の公表〔STEP3-7〕 

事業担当課は、PPP 事業審議会における審査結果を踏まえ、落札

者を決定したときは、その結果を速やかに公表します。 

 

落札者〔優先交渉権者〕の公表  

項  目  内  容  

公表内容 ①審査の経過 
②審査方法（審査項目と審査基準） 
③審査結果 
④PPP事業審議会の構成 など 
※公表することにより、民間事業者の権利、競

争上の地位その他正当な理由を害するおそれ
のあるものを除きます。 

公表方法 ・広報への登載 
・記者発表 
・ホームページへの掲載 

留意事項 ・当該事業に関する透明性の確保等のため、民
間事業者選定後、選定事業者の事業計画に基
づく市の財政負担の縮減の見込み額等につい
ても公表することが適当です。 

 

落札者〔優先交渉権者〕に選定されなかった応募者から、非選定

理由の照会があった場合は、その説明を事業担当課が行います。 

 

PFI 事業として実施しない場合の措置〔STEP3-8〕 

民間事業者の募集及び評価・選定に係る過程の中で、民間事業者

の応募状況等から、当該事業を PFI 事業として実施することが適

当でないと事業担当課が判断した場合等には、民間事業者を選定

せず、特定事業の選定を取り消します。この場合、事業担当課は、

その旨を速やかに公表します。 

 

  



 40 

２-４契約の締結 

事業担当課は、落札者〔優先交渉権者〕に選定された民間事業者と

契約条件の交渉を行い、詳細な内容を取り決めたうえで、契約を締結

します。 

契約等の締結に関する手続きは、以下に示す STEP4-1～STEP4-4 の

手順により実施します。 

 

契約交渉（文言の明確化）〔STEP4-1〕 

総合評価一般競争入札方式の場合には、入札公告時において公

表された契約書案について、事業者選定後、交渉によりその内容を

変更することはできませんので、契約書案の内容を変更しない範

囲で、要求水準を達成するための事業の実施手順や民間事業者か

ら提案のあった項目に関する契約の細目などを交渉することとな

ります。 

公募型プロポーザル方式では、契約書案を補完し、民間事業者の

提案を取り込んでいくために契約交渉を行います。ただし、選定さ

れなかった他の民間事業者との間で不公平な取り扱いにならない

よう、契約書案で定めた基本的な事項については、変更すべきでは

ありません。 

 

事業者選定方式の差による交渉の制約  

項  目  総合評価一般競争入
札方式  

公募型プロポーザル
方式  

入札公告〔公
募〕時の条件  

変更不可  価格・リスク分担な
どの基本的事項は変
更不可  

入札公告〔公
募〕時に指定し
ていない事項の
扱い  

民間事業者への強制
は不可  

民間事業者との契約
交渉の中で決定  

 

仮契約の締結、議会の議決（契約案件）〔STEP4-2〕 

PFI 法第 12 条及び同法施行令の規定により、本市においては、

PFI 契約の予定価格の金額のうち維持管理、運営等に要する金額を

除いた施設等の買い入れ又は借入れの金額が 1 億 5 千万円以上と

なる PFI 契約については、あらかじめ議会の議決を経なければな

りません。 

したがって、議会の議決を要する契約の場合は、事業担当課と民

間事業者との間で仮契約を締結したうえで、契約の締結議案を議
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会に提出し、その議決を得ます。 

 

契約の締結〔STEP4-3〕 

議会の議決を得た後、事業担当課と民間事業者は、正式な契約を

締結します。 

 

ダイレクトアグリーメントの締結〔STEP4-4〕 

PFI 事業では、本市と PFI 事業者の契約の他に、本市と PFI 事業

者に融資する金融機関との間で、次に示す項目等について直接協

定（ダイレクトアグリーメント）を締結する場合があります。 

事業の継続性や安定性を監視するためには、行政だけでなく金

融機関の立場からも事業者及び事業遂行に関して監視を行う必要

があり、本協定は、行政と金融機関がどのようなルールに基づいて

監視を行うか、問題が生じた際にどのように対応するかを規定す

る内容になります。 

 

主な協定項目  

・事業契約、融資契約の遵守等  

・本市から金融機関への通知、相殺権の行使、担保権設定など

に関する承諾等  

・事業遂行状況に関する協議  

・金融機関から本市への通知、担保権の実行等  

・通知先、有効期間、秘密保持等  

・その他  
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２-５PFI 事業の実施、監視（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ） 

PFI 事業者と締結した契約に従い PFI 事業が実施されますが、事業

担当課は、そのサービス水準が適切に保たれているか、監視（モニタ

リング）等を行います。 

 

PFI 事業の実施、事業の監視等に関する手続きは、以下に示す

STEP5-1～STEP5-2 の手順により実施します。 

 

事業の実施〔STEP5-1〕 

民間事業者との契約締結後、PFI 事業は契約に従って実施されま

す。本市は、次に示す「事業の監視等」により、PFI 事業者の提供

するサービスが、規定した水準に達しているかどうかを把握・評価

します。 

 

事業の監視等〔STEP5-2〕 

事業担当課は、PFI 事業者から提供される公共サービスの水準に

ついて、契約に定めた範囲内で、下記に示す監視を実施します。 

 

事業の監視方法  

項  目  内  容  

監視の方法 ・事業の実施状況に関する定期的な報告。 
・公認会計士等による監査を経た財務の状況

についての報告書（附属明細書を含む）の
定期的な提出。 

・PFI事業の実施に重大な悪影響を与えるお
それがある事態が発生した場合には、早急
な報告、及び、第三者である専門家による
調査の実施と、その調査報告書の提出。 

留意事項 ・市、PFI事業者双方にとって、可能な限り
労力、時間や費用のかからない方法を採用
するものとします。 

・必要に応じて、市による施設巡回、業務監
視、PFI事業者に対するヒアリング等が行
えるようにします。 

・監視の結果がサービス料の支払いに結びつ
く事項については、可能な限りその内容や
水準を数値化して、客観性を確保します。 

・PFI事業の実施に係る透明性を確保するた
め、監視の結果について、必要に応じ市民
等に対し公開するものとします。 
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２-６事業の終了 

契約に定める事業の終了時期となったときは、PFI 事業は終了とな

りますので、土地の明渡しなど、あらかじめ契約で定められた資産の

取り扱いにのっとった措置を講じます。 

 

PFI 事業の終了に関する手続きは、以下に示す STEP6-1 により実施

します。 

 

事業終了時の対応〔STEP6-1〕 

契約に定める事業の終了時期の到来により、PFI 事業は終了とな

ります。この時、土地等の明け渡し等、あらかじめ契約で定められ

た資産の取り扱いにのっとった措置を適切に講じます。 
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第３章  PFI について 

１ PFI の概要 

PFI とは 

「PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナ

ンス・イニシアティブ）」とは、従来、公共部門が対応して効率的

かつ効果的に実施し、市民サービスの向上やトータルコストの削

減を図る公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営

能力及び技術的能力を活用して行う手法です。 

平成 11 年 7 月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律」(PFI 法)が制定され（同年 9 月施行）、平成

12 年 3 月に PFI の理念とその実現のための方法を示す「基本方針」

が、民間資金等活用事業推進委員会（PFI 推進委員会）の議を経て

内閣総理大臣によって策定され、PFI 事業の枠組みが設けられまし

た。 
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PFI の効果 

PFI は、事業コストの一層の削減や、より質の高い公共サービス

の提供を行うこと、すなわち、「同一の公共サービスならば、より

低い事業コストで提供すること」、「同一の事業コストならば、より

質の高い公共サービスを提供すること」を目的に導入されるもの

であり、次のような効果が期待できます。 

 

効  果  効果の内容  

低廉かつ良質な

公共サービスの提

供 

PFI 事業では、民間事業者の資金、経営上のノウ

ハウや技術的能力を活用して、設計・建設・維持

管理・運営の全部又は一部が一体的に行われるこ

と、及び従来型事業手法において基本的に公共が

負担していたリスクが官民に適切に分担され、事

業全体のリスク管理が効率的に行われることなど

から、事業コストの削減が期待されるとともに、

質の高い公共サービスの提供が期待されます。 

公共サービスの

提供における行政

の関わり方の改革 

従来，国や地方公共団体等が行ってきた事業を

民間事業者が行うようになるため，官民の適切な

役割分担に基づく新たな官民パートナーシップが

形成されていくことが期待されます。 

民間の事業機会

の創出による経済

の活性化 

従来、国や地方自治体等が行ってきた事業を民

間事業者に委ねることから、民間事業者に対する

新たな事業機会が創出されます。また、他の収益

事業と組み合わせることによっても、新たな事業

機会を生み出すこととなります。PFI 事業のため

の資金調達方法として、プロジェクトファイナン

ス※１等の新たな手法を取り入れることで、金融環

境が整備されるとともに、新しいファイナンス・

マーケットが創設につながることも予想されま

す。このようにして、新規産業を創出し、経済構

造改革を推進する効果が期待されます。 

※1 プロジェクトファイナンス 

特定の事業に着目し、その事業収入だけで金融機関からの融資を返済す

るという資金調達方法。担保は当該プロジェクトに関連する資産（契約

上の権利含む）に限定し、プロジェクトを行う企業の親会社の保証、担

保等は原則としてない。 
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PFI の基本的な仕組み 

PFI 事業の仕組みについては、その事業の性格等に応じて様々で

すが、事業内容を決定する本市の他に、本市に財務・法務・技術面

の助言を行う「アドバイザー」、実際に PFI 事業を実施する「PFI 事

業者」、その PFI 事業者に融資を行う「金融機関」、リスクをカバー

する「保険会社」などが参画するケースが一般的です。 

通常の PFI 事業では、施設の設計、建設から維持管理、運営まで

を一括して行うため、個々の要求を満たすだけの経営的、技術的能

力が必要とされます。そこで、PFI 事業に参画しようとする企業は、

複数の異業種企業とコンソーシアム（企業連合）を組むことになり

ます。 

コンソーシアムに参加する企業は、それぞれが出資して PFI 事

業を推進するための SPC（Special Purpose Company：スペシャル・

パーパス・カンパニー：特別目的会社＝事業目的などを限定した商

法上の株式会社）を設立するのが一般的です。 

PFI 事業においては、これらの参画主体の間で様々な契約が、結

ばれることにより、役割とリスクが明確に分担され、事業が実施さ

れていきます。 

 

図 PFI 事業の基本的な仕組み  
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各参画主体の主な役割  

参画主体  主な役割  

市 ・PFI事業で提供する公共サービスの内容や要求

水準を決定します。 

・PFI事業者が提供する公共サービスが要求水準

をきちんと満たしているかどうか測定し、評価

します（モニタリング） 

アドバイザー ・市がPFI事業の実施に必要な手続きを円滑に進

められるよう、財務、法務、技術等の専門知識

を助言します。 

PFI事業者 

（SPC） 

・自ら資金を調達し、PFI事業を遂行します。 

・必要に応じてコンソーシアムに参加している企

業等と工事請負契約や管理運営委託契約等の個

別契約を結びます。 

金融機関 ・当該事業がPFIとして成立可能かどうか、プロ

ジェクトの計画性、運営の健全性等を資金面か

ら判断し、採算性など事業の確実性がある場合

は、その事業に融資を行います。 

・また、市との間でダイレクトアグリーメント

（Direct Agreement）を結ぶことがあります。

ダイレクトアグリーメントとは、事業継続が困

難となった場合に、資金を供給している金融機

関がプロジェクト修復を目的に、事業に介入す

るための必要事項を規定した契約のことであ

り、市と金融機関との間で直接結ばれます。 

保険会社 ・PFI事業者（SPC）は必要に応じて、事業のリス

クをカバーするために、保険会社と契約をしま

す。 

 

PFI 事業では、多くの場合、プロジェクトファイナンスという方

法により資金調達を行います。プロジェクトファイナンスとは、特

定の事業に対する融資であり、原則、その事業から生み出される収

益のみを返済原資とし、担保も、その事業に関連する資産（契約上

の権利を含む）に限定するものです。PFI 事業に出資等により参画

している各企業（親会社）が保証や担保提供等をすることはありま

せんので、事業の採算が悪化し返済が滞った場合でも、金融機関は

親会社に返済を求めることはできません。したがって、金融機関は

事業自体の収益性や安全性について厳しいチェックを行うととも

に、その評価によっては、金利や融資期間などの資金調達の条件を

厳しくすることになります。 
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PFI 事業推進の基本原則 

PFI の基本理念や期待される効果を実現するため、「基本方針」

では、次に掲げる５つの原則、３つの主義に基づいて PFI 事業を進

めることが求められています。 

 

PFI における５原則３主義  

5 原則  

公共性の原則 PFI事業は、公共性のある事業が対象となり
ます。 

民間経営資源活
用の原則 

PFI事業は、民間の資金、経営能力及び技術
的能力等の経営資源を活用します。 

効率性の原則 PFI事業は、民間事業者の自主性と創意工夫
を尊重することにより、効率的かつ効果的に
実施するものです。 

公平性の原則 PFI事業として実施することが適切であると
認める事業を選定する特定事業の選定や、
PFI事業を実施する民間事業者の選定など各
段階において、公平性が担保されることが必
要です。 

透明性の原則 PFI事業では、公共施設等の整備等にPFIを適
用するかどうか検討する特定事業の発案の段
階からPFI事業の終了に至る全過程を通じて
透明性が確保されることが必要です。 

3主義 
客観主義 PFI事業の実施にあたっては、選定、実施、

終了等の各段階について、客観性のある評価
基準に基づいて評価を行う必要があります。 

契約主義 公共施設の管理者とPFI事業者とは、当事者
の役割や責任分担、リスク分担等について合
意した内容を契約書等により明確にすること
が必要です。 

独立主義 特定のPFI事業の実施を目的で設立されたPFI
事業者は、その親会社に対し法人格上の独立
性をもつ必要があり、また複数の事業を実施
している企業がPFI事業者となった場合に
は、事業部門の区分経理上の独立性が確保さ
れる必要があります。 
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PFI の事業主体 

PFI 事業は、民間事業者により包括的に事業を委ねることが基本

となりますが、あくまで公共政策であり、施設等の管理者は、下記

に掲げる者に限られます。 

 

①国（各省各庁の長）  

②地方公共団体の長（都道府県知事、市町村長等）  

③特殊法人等の公共法人  

 

PFI の事業分野 

対象施設は，道路，鉄道，空港，公園，水道，下水道等の公共施

設をはじめ，庁舎，公営住宅，教育文化施設，廃棄物処理施設，医

療施設，駐車場等の公用・公益的施設，情報通信施設，リサイクル

施設，観光施設など様々な施設が対象となります。PFI 法第 2 条に

規定されている｢公共施設等｣には，次のような施設があります。 

PFI 法第 2 条では、PFI 事業の対象となる公共施設等として次の

ものを掲げており、通常考えられるほとんど全ての公共事業が対

象となっています。 

 

PFI 法第 2 条において定義される公共施設等 

対象分野  対象施設  

公共施設  道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、

工業用水道等 

公用施設  庁舎、宿舎等  

公益的施設  賃貸住宅、教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、

社会福祉施設、更正保護施設、駐車場、地下街等  

その他の施設  情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサ

イクル施設、観光施設、研究施設、船舶、航空機など

の輸送施設及び人工衛星等  

 

また、PFI 法第 3 条では、「国及び地方公共団体と民間事業者と

の適切な役割分担並びに財政資金の効率的使用の観点を踏まえつ

つ、行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利用にも

配慮し、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用
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を支弁することが可能である等の理由により民間事業者に行わせ

ることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業

者に委ねるものとする。」という基本理念を定めています。 

「公の施設」の管理について、民間事業者でも「公の施設」を管

理できるようにする「地方自治法の一部を改正する法律」が平成 15

年 6 月 13 日に公布され、3 ヶ月以内に施行されることとなりまし

た。具体的には、地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が管

理を代行するものであり、個々の「公の施設」ごとに、指定の手続、

業務の具体的範囲、管理の基準を条例で定めます。施設の利用料金

は、この指定管理者が自らの収入として収受できるようになりま

した。 

 

PFI 事業のプロセス 

国が策定した「PFI 事業実施プロセスに関するガイドライン」に

は、実務上の指針の一つとして、一連の手続きのプロセスが以下の

ように示されています。  

 特定事業の選定         公共施設等の管理者等の事務 

①PFI 事業として実施することの検

討、民間事業者からの発案の積極

的な取り上げ 

②民間事業者の発案に係る受付、評

価等を行う体制の整備等  

③民間提案に必要な情報の提供、今

後事業として実施できる可能性

のある事業については、計画とし

て公表 

④PFI 事業としての適合性が高く、

かつ、市民のニーズに照らし、早

期に着手すべきものと判断され

る事業から、実施方針を策定する

等の手続きに着手  

 

 

 

ステップ１   

・事業の発案（民間事業者

からの発案を含む）  
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①法第 15 条に基づく実施方針の策

定の見通しの公表 

②公平性、透明性に配慮した早い段

階での実施方針の策定及び公表  

③民間事業者の参入に配慮した内

容の具体性と、検討の進捗に伴う

内容の順次詳細化、補完の許容  

④公共施設等の管理者等の関与、想

定されるリスク及びその分担を

できる限り具体的に明確化   

⑤必要な許認可等、民間事業者が行

い得る公共施設等の維持管理又

は運営の範囲、適用可能な補助金、

融資等の具体的内容をできる限

り明確化   

 

①PFI 事業として実施することによ

り、効率的かつ効果的に実施でき

ることが基準（同一サービス水準

の下での公的財政負担の縮減、同

一負担水準の下での公共サービ

ス水準の向上等）  

②公的財政負担の総額の現在価値

換算による評価（所要の適切な調

整を行った上で）  

③定量的評価の原則と、これが困難

な場合における客観性を確保し

た上での定性的評価  

④選定の結果等の公表における透

明性の確保  

 

 

ステップ２   

・実施方針の策定及び公表  

ステップ３   

・特定事業の評価・選定、

公表  
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①総合評価一般競争入札の場合は、

民間事業者募集の前に債務負担

行為を設定  

②公募型プロポーザル方式の場合

は、民間事業者の選定後、契約締

結前に債務負担行為を設定  

 

 民間事業者の募集及び選定等   公共施設等の管理者等の事務  

①競争性の担保、手続きの透明性の

確保  

②民間事業者の創意工夫の発揮へ

の留意、提案準備期間確保への配

慮  

③企画競争、公募型プロポーザル等

の競争性のある随意契約（競争的

対話方式）の活用 

④競争性のある随意契約の必要が

ない場合、総合評価一般競争入札

の活用 

⑤価格以外の条件をも考慮した「総

合評価」を行う場合における評価

基準の客観性の確保  

⑥技術提案制度の活用 

⑦いわゆる性能発注の重視  

⑧民間事業者の質問に対する公正

な情報提供  

⑨民間提案が実施方針の策定に寄

与した程度を勘案し、加点評価を

行う等、適切に評価 

⑩寄与した程度は、提案内容の先進

性等を勘案して評価し、原則とし

て、知的財産に該当するものが評

債務負担行為の設定  

ステップ４  

・民間事業者の募集、  

評価・選定、公表  
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価対象となるが、個別の事業に応

じ、幅広の評価することも可能 

⑪選定の結果等の公表における透

明性の確保  

 

公共施設等の管理者等と選定事業者の事務  

① 事業契約等による規定とその公

開  

・当事者間の権利義務等についての

具体的かつ明確な取決め  

・適正な公共サービス提供の担保の

ための規定  

－公共サービス水準の監視  

－実施状況、財務状況についての報

告  

－問題があった場合の報告と第三

者である専門家による調査・報告

の提出  

－公共サービスの適正かつ確実な

提供を確保するための必要かつ

合理的な措置等  

－安全性の確保、環境の保全等に必

要な範囲での公共の関与  

・リスク配分の適正化に配慮したリ

スク分担の明確化、リスクの軽

減・除去への対応の明確化  

・事業終了後、事業継続困難の場合、

契約解除に関する具体的かつ明

確な規定  

・選定事業の態様等に応じた適切な

取決め  

・事業契約等の解釈に疑義が生じた

ステップ５  

・事業契約等の締結等   
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場合等についての具体的かつ明

確な規定  

 

 PFI 事業の実施      公共施設等の管理者等と選定事業者の事務 

 

①契約等に従った事業の実施 

②提供される公共サービスの水準

の監視等 

 

 

 

①土地等の明渡し等、あらかじめ契

約等で定めた資産の取扱いに則

った措置 

 

 

 

PFI 事業は、公平性や透明性の原則等を確保するため、上記の様

に実施方針の策定及び公表から特定事業の選定・公表、民間事業者

の募集・選定・公表などについて、PFI 法に規定された事項や所定

の基準に則り手続きを進めることが必要とされています。このこ

とから、従来型の公共事業に比較すると、計画を策定してから実際

に公共サービスの提供が開始できるまでに長期間を要するとされ

ています。 

一般的には、実施方針の策定及び公表から契約の締結等までに、

１年以上の期間を要する事例が多くみられます。 

なお、PFI 事業の内容や規模等により、実施方針の策定までの期

間や契約の締結等の後に公共施設等の建設が完了するまでの期間

には差があります。 

ステップ６  

・事業の実施・監視等  

  

ステップ７  

・事業の終了   
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２ PFI の特徴 

PFI の特徴 

PFI は公共施設等の整備等を、民間に委ねることにより、民間事

業者の有する技術や経営資源、その創意工夫等を活用するもので

す。以下に PFI の特徴について整理します。 

 

特徴  従来公共事業  PFI 

① 長 期 間 の
契約である。 

 

毎年の単年度契約である。  
 

 

 

 

事業期間を通じた長期契約で

ある。  
 

 

② 包 括 的 な

契 約 で あ

る。  

各々の個別契約である。  

 

 

 

 

業 務 全 て の 包 括 的 契 約 で あ

る。  

 

 

 

 

 

③ 民 間 が 資

金調達を行

う。  

公的資金により調達する。  

 

民間資金により調達する。  

 

④ 性 能 を 規

定し発注す

る。  

公共により仕様を決定する。  

 

 

 

 

 

公共は性能を規定し、民間が

仕様を決定する。  

 

 
 

 

 

 

  

  

PFI 事業 
設計  

建設  

維持管理  

運営  

公共により  

アウトプット決定  
発注  

アウトプット  

（サービスを購入）  

委託  委託  委託  委託  

事 業  

一般財源  

起債  

事 業  

銀行  

その他金融機関  

公共により  

仕様決定  
発注  

設計  

建設  

維持管理  

運営  

PFI 事業契約 

年度  年度  年度  年度  
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特徴  公共事業  PFI 

⑤ リ ス ク の

分担 (適正

化 ) を 行

う。  

事業リスク分担は、公共が主

体的に負担する。  

 

 

 

 

事業リスクの一部を民間が負

担する。  

 

 

 

 

⑥ 工 夫 の 余

地 が 大 き

い。  

単年度契約であり、仕様が規

定されているため工夫の余地

が小さい。  

 

 

 

長期契約であり、性能規定の

ため工夫の余地が大きい。  

⑦ 民 間 事 業

者はパート

ナ ー で あ

る。  

公共は、発注者、民間は受注者

である。  

 

 

 

 

公共と民間は、協力してより

良いサービスを目指すパート

ナーである。  

 

 

 

 

 

公共  

民間  

公共  民間  

仕様・手

事
業
リ
ス
ク 

公共  

民間  

事
業
リ
ス
ク 

サービス  

公共決定  公共決定  

仕様・手 サービス  

民間決定  公共決定  

公共  民間  

請負・委託  

受注業務実施  サービス提供  
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VFM（Value For Money）の達成 

PFI を導入するか否かは、VFM の有無で判断します。 

VFM は定量的評価と定性的評価の 2 つで判断されますが、定量的

評 価 に お け る VFM の 算 定 は 、 以 下 に 示 す PSC(Public sector 

comparator)と PFI の LCC(Life cycle cost)とを比較することで行

います。 

PSC の算定方法 

PSC は、本市が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財

政負担の見込額の現在価値です。その算定に当たっては、自ら実施

する場合にその時点で採用すると考えられる事業形態を想定して

計算します。例えば、事業の一部を請負や委託によって民間事業者

に実施させる事業については、その事業形態を想定します。 

 

 

ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3 ステップ 4 

・年度ごとに設

計・建設・維

持管理・運営

等の経費を積

み上げます  

・なお、企画段階

や 事 業 期 間 中

に お け る 人 件

費 や 事 務 費 等

の 間 接 的 コ ス

トも、合理的に

計 算 で き る 範

囲 で 経 費 に 算

入します。  

・設計・建設・維

持管理・運営の

段 階 ご と の リ

ス ク と 各 段 階

に 分 別 で き な

い 事 業 全 体 の

リ ス ク を 個 別

に 定 量 化 し て

算入します  

・ 委 託 業 者 等 か

ら の 税 収 そ の

他 の 収 入 が 現

実 に あ る と 見

込 ま れ る 場 合

には、その収入

の 額 を 減 じ ま

す。  

・ 各 年 度 の 財 政

負 担 と な る 事

業費用の額を、

現 在 価 値 に 換

算し、その総額

を求めます。  

    

 

※「VFM(Value For Money)に関するガイドライン（内閣府ＨＰ）」を参照

してください。 

 

経費の  

積み上

げ  

 

PSC 

リスク  

調整額  

 

適切な  

調整額  
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PFI の LCC の算定方法 

PFI の LCC は、PFI 事業として実施する場合の事業期間全体を通

じた本市の財政負担の見込額の現在価値です。PFI は、公共施設等

の設計・建設・維持管理・運営を一体的に扱うことによって、コス

トの削減等が期待できるものであるので、PFI の LCC の算定に当た

っては、PFI 事業者がそれらの段階のすべてを一元的に行うことを

想定します。なお、設計・建設・維持管理・運営の一部の段階を PFI

事業の対象としている場合には、対象とする段階を一元的に行う

ことを想定します。 

 

ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3 ステップ 4 

・年度ごとに PFI

事 業 者 が 負 担

す る 設 計 ・ 建

設・維持管理・

運 営 等 の 経 費

を推定し、積み

上げます。 

・ 積 み 上 げ の 中

には、PFI 事業

者 が 求 め る 適

正 な 利 益 や 配

当 も 算 入 し ま

す。 

・なお、企画段階

や 事 業 期 間 中

に お け る 人 件

費 や 事 務 費 等

の 間 接 的 コ ス

トも、合理的に

計 算 で き る 範

囲 で 経 費 に 算

入します。 

・PFI 事業に対す

る財政上・金融

上 の 支 援 が 市

の 負 担 に よ っ

て 行 わ れ る こ

と が 現 実 に 見

込 ま れ る 場 合

には、その額を

算入します。 

・PFI 事業者等か

ら の 税 収 そ の

他 の 収 入 が 現

実 に あ る と 見

込 ま れ る 場 合

には、その収入

の 額 を 減 じ ま

す。 

・ 各 年 度 の 財 政

負 担 と な る 事

業費用の額を、

現 在 価 値 に 換

算し、その総額

を求めます。 

    

※「VFM(Value For Money)に関するガイドライン（内閣府ＨＰ）」を参照

してください。   

 

経費の  

積み上

げ  

 

PFI の 
LCC 

適切な  

調整額  

 

適切な  

調整額  
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算定にあたっての留意点  

留意点  内  容  

リスク調整 ・PFI事業に存在するリスクがPFI事業者側の負担

となっている場合、一般的に、このリスクを負

担する代償として、それに見合う対価がPFI事

業のLCCには含まれています。 

・一方、市が当該事業を自ら実施する場合には、

このリスクは市側が負担することになりますの

で、PSCにおいても、それに見合う対価を計算

し、リスク調整額として算入しておくことが必

要です。 

・リスクの対価は、まず、リスクを洗い出したう

えで、リスクが発生したときの行政の財政負担

予定額に発生確率を乗じて算出します。 

適切な調整 ・PSCにおいて、業務を委託した民間事業者等か

ら税収やその他の収入が現実にあると見込まれ

る場合、その額を控除する必要があります。 

・PFI事業のLCCにおいて、PFI事業者への財政

上・金融上の支援が市の負担によって行われる

ことが現実に見込まれる場合には、それを加算

する必要があります。また、PFI事業者等から

の税収やその他の収入が現実にあると見込まれ

る場合、その額を控除する必要があります。 

 

イコールフッティングについて 

 

・PSCとPFIのLCCとの比較を行う前提とし

て、官民格差を是正（イコールフッテ

ィング）することが課題となっていま

す。 

・PSCが持つ優位性としては、次の項目が

挙げられます。 

①税金非課税 

②各種補助金全額受領 

③起債による低コストでの資金調達 

④民間事業に適用される規制の対象外 

⑤事業収益あるいは配当負担の必要がな

い 

・この課題を解決するため、国において

は、PFI事業で設置される公共施設等や

PFI事業者に対する非課税措置（法人

税、登録免許税、不動産取得税、固定

資産税、都市計画税）についての検討

が進められていますので、こうした動

きにも注意を払っていく必要がありま

す。 
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現在価値への換算  

 

・貨幣価値は、物価変動や金利水準等の諸要因に

より、時間の経過と共に変化すると考えられま

す（通常の場合は低下する）。このことを前提

として、将来の支出や収入を現在の貨幣価値に

換算することを「現在価値への換算」といい、

このときの換算手段を「割引」といいます。ま

た、換算に当たって用いる換算率が「割引率」

です。  

・この割引率については、リスクフリーレートを

用いることが適当です。具体的には、長期国債

利回りの過去の平均や長期的見通し等を用いる

方法です。これまでの事例では、４％を利用し

ていることが多くなっています。  

 

現在価値への換算方法の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 0 億 円  

2 0 億 円  

2 0 億 円  

2 0 億 円  

2 0 億 円  

1 6 . 4 億 円  

1 7 . 1 億 円  

1 7 . 8 億 円  

1 8 . 5 億 円  

1 9 . 2 億 円  

現 在 価 値 合 計 8 9 億 円  

0  1 年 後  2 年 後  3 年 後  4 年 後  5 年 後  

年間 20 億円を 5 ヵ年支払った総額 100 億円を
割引率 4%で現在価値に換算すると約 89 億円に
なる。 

5 年後の 20 億円を割引率 4%で現在価値に換算
すると、20 億円÷（1＋0.04）5＝16.4 億円にな
る。 
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リスク分担の明確化 

リスクとは、事故やリスクとは、事故や需要の変動、物価や金利

の変動、測量や調査のミスによる計画や仕様の変更、工事の遅延な

どによる工事費の増大、関係法令や税制の変更など予測できない

事態により損失が発生するおそれのことをいいます。 

従来の手法では、リスクは基本的に公共側が負担し、不確定性の

高いリスクについては、発生時に契約当事者間で協議するという

形態が一般的でした。 

PFI では、従来公共側が負担していたリスクのうち、民間のリス

ク管理能力が生かせる部分は民間に任せることにより、事業全体

のリスク管理能力を高め、損失の回避と行政の支出削減を図りま

す。 

行政と民間のリスク分担については、契約で明確に定め、両者が

それぞれの役割を果たすことを義務づけることとなります。 

なお、天災・暴動などによるリスクのように、両者で負担する場

合もあります。 
 

・なお、VFM を最大化するために必要なのは、民間への「より多く

のリスク移転」ではなく、公共と民間による「合理的なリスク分

担」であることに注意が必要です。 

・PFI における合理的なリスク分担とは「各々のリスクはそれを最

も適切に管理することができる者が負担する」ことであり、これ

が VFM の最も高い状態といえます。 

・PFI では、上記のような原則に基づき、個別のリスクについて、

公共と民間のどちらがその発生率を下げられるか、もしくは発生

した場合の損失を最小限に食い止められるかを考えてリスク分

担を行うことが、最も効率的であり、その結果事業全体のリスク

管理能力を高め、損失の回避と行政の支出削減が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

VFM の向上  

リスク移転の度合
従来手法  

リスク移転前の VFM 

最高の VFM 

公 共 よ り 民 間 の 方 が 管 理

能 力 の 高 い リ ス ク を 民 間

側に移転します。  

安易な民間へのリスクの押し付けは、保

険 料 の 増 大 や 資 金 調 達 金 利 の 上 昇 な ど

につながり、VFM の低下を招くほか、最

悪の場合には資金調達に失敗し、事業が

破綻する恐れもあります。  

→最適点  

リスク移転と VFM の関係  
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リスク分担表の具体例（近江八幡市民病院整備運営事業）  

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

共
通 

募集要項リスク 募集要項の誤りに関するもの、内容の変
更に関するもの等 

●  

契約リスク 市と SPC との間で契約が結べない、又は
契約手続きに時間がかかる場合 

● ● 

制 度 関
連 リ ス
ク 

政治・行政リ
スク 

PFI 関連の議決が得られない場合 
●  

法 制 度 リ ス
ク 

法制度の新設・変更に関するもの 
●  

許 認 可 リ ス
ク 

許認可の遅延に関するもの（医療コア業
務に関する部分） 

●  

許認可の遅延に関するもの（上記以外の
部分） 

 ● 

税 制 度 リ ス
ク 

法人税の変更に関するもの（法人の利
益にかかるもの） 

 ● 

法人税の変更に関するもの（上記以外
のもの） 

●  

消費税の変更に関するもの ●  
土地及び建物所有にかかる新税 ●  

社 会 リ
スク 

住 民 対 応 リ
スク 

病院の設置に対する住民反対運動・訴
訟・苦情・要望に関するもの 

●  

市が行う運営業務に対する住民反対運
動・訴訟・苦情・要望に関するもの 

●  

上記以外のもの（ＳＰＣが行う調査・建
設工事及び維持管理・運営に対する住民
反対運動・訴訟・苦情・要望に関するも
の等） 

 ● 

環 境 問 題 リ
スク 

有害物質の排出・漏洩・工事に伴う水枯
れ等 

 ● 

第 三 者 賠 償
リスク 

医療コア業務に関するもの ●  
上記以外のもの（ＳＰＣが行う業務に
起因する事故、施設の劣化など維持管
理の不備による事故等） 

 ● 

債務不
履行 
リスク 

選 定 事 業 者
の 責 め に よ
るもの 

ＳＰＣの事業放棄・破綻によるもの、Ｓ
ＰＣが提供するサービスが定められた
条件を満たさない場合等 

 ● 

市 の 責 め に
よるもの 

市の債務不履行、当該サービスが不要と
なった場合等 

●  

不可抗力リスク 戦争、風水害、地震等 ● ● 

計
画
・
設
計
段
階 

計画・
設計 
リスク 
 

発 注 者 責 任
リスク 

工事請負契約の内容及びその変更に関
するもの等 

 ● 

測量・調査リ
スク 

市が実施した埋蔵文化財調査に関する
もの 

●  

ＳＰＣが実施した測量・調査に関する
もの 

 ● 

造成リスク 一次造成に関するもの ●  
設計リスク 市の提示条件、指示の不備・変更による

もの 
●  

上記以外の要因による不備・変更によ
るもの 

 ● 

応募リスク 応募費用に関するもの  ● 
資 金 調 達 リ
スク 

必要な資金の確保に関するもの 
 ● 
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建
設
段
階 

建設リ
スク 
 

用地リスク 建設予定地の確保に関するもの ●  
工 事 遅 延 リ
スク 

  工 事 が 契 約 に 定 め る 工 期 よ り
遅延する、又は完工しない場合 

 ● 

市の要求による設計変更により遅延す
る、又は完工しない場合 

●  

工 事 監 理 リ
スク 

工事監理に関するもの 
 ● 

工 事 費 増 大
リスク 

市の指示に起因する工事費の増大 ●  
上記以外の要因による工事費の増大  ● 

性能リスク 要求仕様不適合（施工不良を含む）  ● 
施 設 損 傷 リ
スク 

使用前に工事目的物や材料他、関連工事
に関して生じた損害 

 ● 

物価リスク インフレ・デフレ  ● 
金利リスク 金利の変動  ● 

維
持
管
理
・
運
営
段
階 

病院経営リスク 病院の経営に関するもの ●  
診療行為リスク 診療業務（医療コア業務部分）に関す

るもの 
●  

支払遅延・不能リスク 市の支払遅延・不能に関するもの ●  
維 持 管
理 リ ス
ク 

計 画 変 更 リ
スク 

  市の責めによる事業内容・用途
の変更に関するもの 

●  

性能リスク 要求仕様不適合（施工不良を含む）  ● 
施 設 瑕 疵 リ
スク 

施設に瑕疵が見つかった場合 
 ● 

維 持 管 理 コ
ストリスク 

市の責めによる事業内容・用途の変更等
に起因する維持管理費の増大・減少 

●  

上記以外の要因による維持管理費の増
大（物価・金利変動によるものは除く） 

 ● 

施 設 損 傷 リ
スク 

劣化によるもの  ● 
事故・火災等によるもの  ● 
患者及び利用者に起因するもの ●  

修 理 費 増 大
リスク 

修理費が予想を上回った場合 
 ● 

物価リスク インフレ・デフレ ● ● 
金利リスク 金利の変動 ● ● 

運 営 リ
スク 

契 約 変 更 リ
スク 

市の責めによる事業内容の変更に関す
るもの 

●  

性能リスク 要求仕様不適合  ● 
事故リスク 市が行う運営業務に関する事故等 ●  

ＳＰＣが行う運営業務に関する事故等  ● 
運 営 コ ス ト
リスク 

市の責めによる事業内容の変更等に起
因する運営費の増大・減少 

●  

上記以外の要因による運営費の増大（物
価・金利変動によるものは除く） 

 ● 

物価リスク インフレ・デフレ ● ● 
金利リスク 金利の変動 ● ● 

利便施設リスク 売店等、利便施設の運営に関するもの  ● 
技 術 革
新 リ ス
ク 

医 療 機 器 リ
スク 

医療機器に関する技術の陳腐化に起因
するもの 

●  

シ ス テ ム リ
スク 

システムに関する技術の陳腐化に起因
するもの 

● ● 

移
管 
段
階 

移 管 手
続 き リ
スク 

 施設移管手続きに伴う諸費用の発生に
関するもの、事業会社の清算手続きに伴
う評価損益等  ● 

※事業概要：PFI 事業者が新たに病院等を設計・建設、所有し、これら施設の維持管
理業務並びに運営業務の一部を遂行するものであり、病院事業の経営
及び診療行為については、市が行う。 
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長期契約 

公共が直接公共施設を建設、維持管理公共が直接公共施設を建

設、維持管理、運営を行う従来方式の場合、公共と民間との契約の

多くは単年度ごとに結ばれてきましたが、PFI 事業を国が行った場

合、PFI 法により 30 年度以内の長期の契約期間が想定されていま

す。（地方公共団体には契約期間の上限の定めはありません） 

これは、PFI を導入する場合、公共施設の設計や建設だけでなく、

維持管理や運営まで幅広く民間事業者に任せることが多いと考え

られるため、それに対応できるよう長い契約期間が想定されてい

るもので、これまでの事例においては、15 年～30 年程度の期間が

多くなっています。 
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３ PFI の事業形態 

PFI は、公共の関与の方法（資金回収方法等）によって、3 つの事業

形態に分類されます。 

PFI 事業を実施する場合には、事業内容や法制度、採算性や民間動向

等を十分に踏まえながら、これらの形態を参考に最も効率的、効果的な

公共サービスを提供できる事業の枠組みを構築していくことが重要と

なります。 

 

PFI の事業形態 

事業形態  概  要  

サービス  

購入型  

・PFI事業者が公共施設等の設計・建設・運営・維持管理等を
行い、利用者に公共サービスを提供します。そのサービス
提供の対価として公共部門が料金を支払います。 

・PFI事業者は、公共からの支払いにより事業コストを回収し
ます。 

・この事業形態がPFIの主流になっています。 

 

〔事例〕大学、小学校、衛生研究所、美術館、ごみ処理施

設、余熱利用施設、浄水場常用発電施設等 

ジ ョ イ ン

ト ベ ン チ

ャー型  

・公共とPFI事業者の双方の資金を用いて公共施設等の設計・
建設・運営・維持管理等を行いますが、PFI事業者が事業の
運営を主導します。 

・PFI事業者は、利用者にサービスを提供し、料金を徴収しま
す。さらに、補助金や事業費の一部負担等の公的支援を活
用し事業コストを回収します。 

 

〔事例〕宿泊施設、温泉施設、余熱利用施設等 

独 立 採 算

型  

・公共からの事業許可等に基づき、PFI事業者が公共施設等の
設計・建設・運営・維持管理等を行います。 

・PFI事業者は、利用者に公共サービスを提供し、その利用料
金等を利用者から受け取り事業コストを回収します。 

 
〔事例〕港湾コンテナターミナル施設、駐車場等 

安城市  PFI 事業者  住民・利用者  
料金支払い  ｻｰﾋﾞｽ提供  

利用料金  

安城市  PFI 事業者  住民・利用者  
補助金等  ｻｰﾋﾞｽ提供  

利用料金  

安城市  PFI 事業者  住民・利用者  
事業許可等  ｻｰﾋﾞｽ提供  

利用料金  
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４ PFI の事業方式 

PFI の代表的な事業方式としては、BOT と BTO があげられます。２つ

の事業方式の基本的な違いは、BOT が PFI 事業期間終了後に施設の所有

権を民間から公共に移転するのに対し、BTO では、施設の建築後直ちに

移転するという点にあります。 

BOT では施設所有に関する PFI 事業者へのリスク移転が確実に行わ

れるとともに、BTO より施設の運営・維持管理において PFI 事業者の創

意工夫を引き出しやすいというメリットがあります。しかし一方で、固

定資産税や都市計画税などの税金の負担が新たに発生するとともに、

場合によっては国からの補助金が適用されないことも考えられます

（関係省庁との個別協議が必要となります）。 

BOT と BTO の選択にあたっては、リスク移転の度合い、税金負担によ

る影響、補助金適用の可否などを総合的に勘案し、VFM への影響を考慮

したうえで決定する必要があります。 

PFI は、建設、所有、運営等の事業のプロセスによって、次の事業方

式に分類されます。 

PFI の主な事業方式  

事業方式  概  要  

BOT 

（Build－Operate 

－Transfer） 

PFI事業者が自ら資金を調達し、施設を建設し、一定

期間維持管理、運営を行い、資金回収後、施設の所

有権を公共に移転する方式です。 

BTO 

（Build－

Transfer 

－Operate） 

PFI事業者が自ら資金を調達し、施設を建設し、その

所有権を公共に移転したうえで、PFI事業者が一定期

間維持管理、運営を行う方式です。 

BOO 

（Build－Own 

－Operate） 

PFI事業者が自ら資金を調達し、施設を建設し、一定

期間維持管理、運営を行うが、所有権は公共に移転

しない方式です。ごみ処理施設等の耐用年数の比較

的短い設備などを使う施設に向いています。 

BLT 

（Built－Lease 

－Transfer） 

PFI事業者が自ら資金を調達し、施設を建設し、公共

にその施設をリースしたうえで、PFI事業者が一定期

間の維持管理、運営を行う方式です。公共からのリ

ース代で資金回収後、施設の所有権を公共に移転し

ます。 

ROT 

（Rehabilitate－ 

Operate－

Transfer） 

PFI事業者が自ら資金を調達し、既存の公共施設を改

修・補修し、一定期間維持管理、運営を行い資金回

収後、公共に施設の所有権を移転する方式です。 

  

B（Build）＝建設 

O（Operate）＝運営 

O（Own）＝所有 

T（Transfer）＝移転 

L（Lease）＝リース 

R（Rehabilitate）＝補修 

PFI の特徴である、性能発注、一括発注、長期契約、業績連動支払、
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リスク分担といった仕組みを活用することで、一層効率的かつ効果的

な事業の実施が期待できるものについては、積極的に PFI の導入を検

討していくことが必要です。 

例えば、次ページに示すような事業・業務の改善・改革を目指す場合

に、PFI の導入が有効であるといえます。 
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PFI の導入による効果例 

目指す事業・ 
業務の改善・改革 

PFI の導入により効果が見込まれる理由 

・新しい技術や手法を事
業・業務に積極的に導入
したい。 

・PFIは性能発注であるため、民間事業者が
新たに生み出した創意工夫の内容を盛り込
んだ提案を受けることができます。 

・また、PFI事業者（SPC）の構成にあたって
は、PFI事業の業務内容に応じて、必要な
ノウハウを持つ優れた民間事業者が集まる
とともに、構成員間でノウハウの融合を図
ることで、さらなる創意工夫を引き出すよ
う努力します。 

・  維持管理・運営業務を効
率的・効果的に行える施
設整備を行いたい。 

（具体例） 
・  将来的な維持管理コスト

も考慮しながら、建設コ
ストを削減したい。 

・  運営業務の動線を踏まえ
た施設配置を行い、業務
の効率化を図りたい。 

・PFIでは設計・建設・維持管理・運営を一
括発注とすることで、PFI事業者（SPC）に
は様々な分野の民間事業者が参画し、様々
な視点からのチェックが行われます。 

・これにより、将来の維持管理費や修繕費も
踏まえた設計・建設が行われ、トータルの
事業費が削減されます。 

・また、PFI事業者（SPC）を構成する維持管
理会社や運営会社が設計段階から参画する
ことができるため、自社の持つノウハウを
踏まえた働きやすい設計とすることができ
ます。 

・  個別の事業者に委託して
いる施設の維持管理・運
営業務を効率化したい。 

 

・PFIではPFI事業者（SPC）がもつ民間事業
者のネットワークを活用し、様々な業務を
長期間にわたり一括してマネジメントする
ため、人員配置や業務ローテーション、人
材育成、必要な機材の配備などを計画的、
効率的に行えます。 

・  スケールメリットを活か
したコストダウンを図り
たい。 

（具体例） 

・  業務資材を購入する場合、購入

量をまとめれば、入札単価を大

きく減少させることができる。  

・民間事業者はPFI事業の実施にあたり、他
の自社事業と同時に実施するなどの創意工
夫を発揮することができます。 

・例えば、性能発注を活かし、PFI事業に必
要な業務資材を、PFI事業以外の資材と併
せて発注・管理することにより、資材コス
トや管理コストの削減等を図ります。 

・  委託を行っている業務に
ついて、事業者の創意・
工夫を有効に引き出し、
サービス水準を向上させ
たい。 

・サービス水準の達成度に応じて支払い額を
増減する業績連動支払いとすることで、
PFI事業者（SPC）の経営努力を誘発し、サ
ービス提供時間の拡大や接遇の改善など質
的向上が図られます。 

・  優れた立地条件を有する
施設の有効活用を図りた
い。 

・PFI事業では、PFI事業である公共施設等
と、PFI事業以外の施設（店舗や貸事務所
等の民間収益施設等）を複合施設として合
築することができ、行政財産の有効活用が
図られます。 

 


